
前
漢
武
帝
期
に
お
け
る
郊
祀
体
制
の
成
立
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甘
泉
泰
時
の
分
析
を
中
心
に
一

目

黒

杏

子

【
要
約
】
　
小
論
で
は
、
雍
五
時
・
河
東
全
土
・
甘
泉
泰
時
の
三
つ
を
対
象
と
す
る
前
漢
王
朝
の
聡
警
体
制
が
成
立
す
る
過
程
と
そ
れ
ら
の
内
容
を
、
祀
場

の
構
造
と
そ
れ
が
基
づ
く
祭
祀
理
論
・
世
界
観
を
軸
に
検
討
す
る
。
そ
の
結
果
、
郊
祀
の
中
心
と
な
る
甘
泉
泰
時
は
、
五
行
や
「
藩
命
」
、
八
風
と
い
っ

た
種
々
の
要
素
を
重
層
的
に
表
現
し
て
お
り
、
こ
の
形
式
が
後
漢
の
南
夏
蝉
に
継
承
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
ま
た
甘
泉
泰
時
の
頂
点
に
あ
る

「
太
一
し
は
、
漢
代
人
の
精
神
世
界
に
様
々
な
姿
で
根
付
き
、
儒
家
や
道
家
、
方
術
と
い
っ
た
思
想
の
別
を
超
え
た
普
遍
的
存
在
で
あ
っ
て
、
前
漢
郊
祀

を
構
成
す
る
豊
か
な
世
界
観
を
統
合
す
る
、
宇
宙
の
主
宰
者
と
し
て
、
天
下
太
平
を
祈
願
す
る
皇
帝
の
祭
祀
を
受
け
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
八
六
巻
六
号
　
二
〇
〇
三
年
＝
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
中
国
の
皇
帝
に
よ
る
祭
天
儀
礼
郊
濯
は
、
皇
帝
の
権
力
構
造
を
解
き
明
か
す
重
要
な
手
が
か
り
と
し
て
、
注
目
さ
れ
て
き
た
。
近
年
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

金
子
修
一
氏
が
、
漢
か
ら
唐
に
到
る
間
の
郊
祀
と
宗
廟
儀
礼
の
変
遷
の
実
態
を
解
明
し
、
ま
た
小
島
黒
氏
は
、
中
国
歴
代
王
朝
に
て
行
わ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

郊
祀
に
関
す
る
礼
制
上
の
議
論
を
通
じ
て
の
、
皇
帝
と
天
と
の
関
係
の
変
遷
を
考
察
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
研
究
に
お
い
て
出
発
点
と
さ
れ
る
の
は
、
常
に
両
漢
交
代
期
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
漢
末
成
帝
の
建
始
元
（
証
状
；
年
、
丞



前漢武帝期における郊祀体制の成立（目黒）

根
匡
衡
を
中
心
と
す
る
儒
家
官
僚
が
、
「
古
制
」
に
拠
っ
て
倭
織
の
場
を
都
長
安
の
南
北
郊
に
移
設
す
る
こ
と
を
発
議
し
た
の
を
皮
切
り
に
、

前
漢
末
の
政
情
不
安
に
よ
る
紆
余
曲
折
の
中
で
、
蒲
郡
が
経
書
に
則
っ
た
南
北
郊
郊
祀
と
宗
廟
祭
潤
の
体
制
、
い
わ
ゆ
る
「
元
始
故
事
」
を
創

立
し
、
光
武
帝
が
こ
の
「
元
始
故
事
」
に
拠
っ
て
後
漢
の
国
家
祭
祀
の
体
制
を
整
え
た
。
こ
の
一
連
の
事
態
を
儒
家
礼
制
に
基
づ
く
国
家
祭
祀

制
度
確
立
と
す
る
の
は
現
在
の
通
説
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
期
に
あ
た
っ
て
の
王
葬
の
役
割
の
大
き
さ
は
、
金
子
氏
が
夙
に
強
調
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

　
｝
方
、
保
科
季
子
氏
は
、
こ
の
前
漢
末
に
お
け
る
「
古
制
」
改
革
を
、
皇
帝
を
儒
家
の
理
想
と
す
る
調
教
的
世
界
の
中
心
に
据
え
、
唯
～
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

支
配
者
と
し
て
確
立
す
る
作
業
と
み
、
劉
氏
の
長
か
ら
普
遍
的
「
受
命
天
子
」
へ
、
と
い
う
両
漢
交
代
期
の
皇
帝
観
の
変
化
を
描
出
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
近
年
の
研
究
で
は
、
儒
家
礼
制
と
「
皇
帝
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
お
い
て
、
両
漢
交
代
期
の
重
要
性
、
及
び
両
漢
の
異
質
性
が
問

題
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
を
検
証
し
よ
う
と
す
る
時
、
相
異
な
る
両
漢
の
皇
帝
観
や
皇
帝
の
権
力
構
造
を
様
々
な
視
角
か
ら
解
明
、

比
較
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る
。
筆
者
は
、
そ
の
視
角
の
一
つ
と
し
て
、
「
皇
帝
」
が
顕
現
す
る
場
で
あ
る
郊
記
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
は
、
大
い
に
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
そ
こ
で
前
漢
末
「
古
制
」
改
革
の
主
題
の
一
つ
で
あ
っ
た
、
儒
家
礼
制
と
は
異
質
の
、
前
漢
王
朝
に
お
い
て
そ
の
初
期
以
来
行
わ
れ
て
い
た

郊
祀
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
こ
れ
を
主
題
と
し
た
研
究
が
意
外
に
少
な
い
こ
と
に
気
付
く
。
前
掲
の
金
子
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
研
究
や
、
藤
川
正
数
氏
の
漢
代
礼
欄
研
究
に
お
い
て
は
、
成
帝
建
始
の
改
革
に
到
る
過
程
と
し
て
沿
革
が
述
べ
ら
れ
、
結
論
と
し
て
主
に
武

帝
期
に
出
来
上
が
る
郊
祀
は
、
方
士
に
主
導
さ
れ
た
呪
術
的
神
秘
的
祭
祀
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

　
前
漢
郊
祀
の
成
立
に
方
士
が
強
い
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
『
史
記
』
巻
二
八
封
禅
書
等
か
ら
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
漢
郊
祀

の
内
容
の
具
体
的
検
証
を
ほ
と
ん
ど
行
わ
な
い
ま
ま
に
、
そ
の
「
方
術
的
」
側
面
の
み
を
評
価
す
る
こ
と
に
、
筆
者
は
疑
問
を
感
じ
る
。

　
「
方
術
的
」
と
は
、
儒
家
や
経
書
の
対
極
を
示
す
タ
ー
ム
と
し
て
、
あ
る
い
は
神
仙
術
と
ほ
ぼ
同
意
義
で
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

だ
が
神
仙
術
と
い
う
、
方
術
の
一
分
野
の
み
に
よ
っ
て
前
漢
郊
紀
の
全
て
を
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
前
漢
郊
祀
は
、
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表
1
　
文
帝
一
元
帝
問
の
郊
祀
一
覧

雍
五
時

沿
陰
后
土

甘
泉
泰
聴

三
文

十
五
年
四
月
（
前
一
六
五
）
（
十
六
年
四
月
潤
陽
五
帝
廟
）
（
前
　
六
四
）

帝

中
六
年
十
月
（
前
一
四
四
）

景

元
光
二
年
十
月
（
前
；
一
三
）

元
狩
元
年
十
月
（
前
一
二
二
）

元
狩
二
年
十
月
（
前
一
二
三
）

元
亀
四
年
十
月
置
前
＝
三
）

元
鼎
四
年
十
一
月
（
鳶
一
＝
二
）

一
兀
鼎
五
年
十
月
（
前
一
＝
一
）

元
日
五
年
十
一
月
（
前
＝
二
）

一
兀
三
二
二
十
m
月
（
前
一
〇
九
）

帝

引
分
四
年
十
月
（
萬
【
〇
七
）

元
封
四
年
三
月
（
前
一
〇
七
）

武

元
封
六
な
†
三
月
（
前
｝
〇
五
）

死
踊
封
五
年
四
月
（
晶
剛
一
〇
六
）

太
初
元
年
五
月
　
改
暦

太
初
二
年
三
月
（
前
一
〇
三
）

天
漢
元
年
三
月
（
前
一
〇
〇
）

天
漢
元
年
正
月
（
前
【
○
○
）

太
始
四
年
十
二
月
（
前
九
三
）

後
元
元
年
正
月
（
前
八
八
）

神
爵
元
年
三
月
（
前
六
一
）

神
醗
元
年
正
月
（
前
六
一
）

五
鳳
元
年
正
月
（
前
五
七
）

五
鳳
二
年
三
月
（
前
五
六
）

帝

五
鳳
三
年
三
月
（
前
五
五
）

宣

甘
露
元
年
正
月
（
前
五
三
）
甘
露
三
年
正
月
（
前
五
一
）

戦
国
か
ら
漢
代
に
か
け
て
形
成
、
あ
る
い
は
整

理
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
様
々
な
世
界
観
・
祭
祀
論

を
豊
か
に
採
り
入
れ
て
創
出
さ
れ
た
。
具
体
的

に
は
五
行
説
や
「
太
一
」
神
、
八
極
・
八
風
や

紫
微
宮
な
ど
天
文
地
理
の
知
識
を
内
容
と
し
て

い
る
が
、
こ
れ
ら
は
方
士
な
ど
一
部
の
人
聞
が

独
占
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
当
時
広
汎
に
普

及
し
て
い
た
多
様
で
多
元
的
な
世
界
観
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
様
々
な
世
界
観
を
背
景
と
す
る
祭

祀
論
が
次
々
と
現
れ
、
順
次
採
用
さ
れ
て
前
漢

郊
認
は
形
作
ら
れ
て
い
っ
た
。

　
前
漢
三
三
、
す
な
わ
ち
成
三
期
に
改
革
の
対

象
と
な
っ
た
郊
祀
の
「
漢
家
故
事
」
と
は
、
隔

年
正
月
ご
と
の
甘
泉
泰
時
、
河
東
后
土
、
雍
五

時
の
三
所
へ
の
皇
帝
親
祭
体
制
で
あ
り
、
元
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
治
世
に
は
「
旧
儀
」
と
し
て
完
成
し
て
い
た
。

元
帝
期
に
至
る
ま
で
の
実
施
状
況
は
表
1
に
ま

と
め
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
雍
五
時
は
高
祖
の
時
、
秦
の
雍
四
時
に
一
時

38 （802）



前漢武帝期における郊祀体制の成立Gヨ黒）

黄
龍
元
年
正
月
（
前
四
九
）

帝
元

初
元
五
年
三
月
（
前
四
四
）
永
光
四
年
三
月
（
前
四
〇
）
建
昭
元
年
三
月
（
前
三
八
）

初
元
四
年
三
月
（
前
四
五
）
永
光
五
年
三
月
（
前
三
九
）
建
昭
二
年
三
月
（
前
三
七
）

初
元
二
年
正
月
（
前
四
七
）
初
元
四
年
正
月
（
前
四
五
）
永
光
元
年
正
月
（
前
四
三
）
永
光
五
年
正
月
（
前
三
九
）
建
昭
二
年
正
月
（
前
三
七
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
加
え
て
成
立
し
、
そ
の
背
景
に
は
五
行
の
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帝
を
「
上
帝
」
と
し
て
扱
う
祭
龍
論
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
文
帝
は
十
五
（
前
一
六
五
）
年
に
雍
五
時
を
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
め
て
郊
恥
し
、
さ
ら
に
翌
年
、
潤
陽
五
帝
廟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
独
自
の
上
帝
紀
場
を
創
設
し
た
が
、
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ず
れ
の
祀
場
に
お
い
て
も
郊
祀
は
そ
れ
ぞ
れ
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
回
限
り
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
景
三
代
に
旧
記
が

復
活
し
た
際
、
歳
酋
に
行
う
と
い
う
方
式
が
確
定
し
、
武
帝
に
至
っ
て
雍
五
時
郊
羅
に
は
「
三
歳
一
郊
」
と
い
う
定
期
性
が
付
与
さ
れ
た
。
こ

の
武
帝
期
に
は
ま
た
、
天
地
を
一
対
と
し
て
祭
紀
す
べ
し
、
と
い
う
新
た
な
祭
祀
論
に
基
づ
く
「
地
」
祭
河
東
后
土
と
、
従
来
の
「
五
帝
1
1
上

帝
」
論
と
は
異
な
る
「
太
～
鍋
上
帝
」
論
に
基
づ
く
甘
泉
泰
時
が
相
次
い
で
創
設
さ
れ
る
。
と
く
に
甘
泉
泰
時
は
、
雍
五
時
置
紀
同
様
に
「
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

歳
一
郊
」
と
定
義
さ
れ
、
太
初
改
暦
以
後
、
歳
首
正
月
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
雍
五
時
に
代
わ
っ
て
前
漢
郊
祀
の
中
核
的
地
位
に
つ
い
た
。

　
甘
泉
二
時
は
、
「
天
地
一
対
」
論
や
五
帝
を
も
包
括
す
る
と
と
も
に
、
下
場
の
構
造
に
お
い
て
も
、
雍
五
時
・
潤
筆
五
帝
廟
・
河
東
后
土
の

そ
れ
を
土
台
と
し
つ
つ
、
よ
り
総
合
的
な
、
「
世
界
」
を
模
す
構
造
を
も
つ
。
そ
し
て
こ
の
構
造
は
、
聴
器
の
「
元
始
故
事
」
に
お
け
る
上
帝

祀
壇
や
後
漢
洛
陽
の
南
郊
壇
に
継
承
さ
れ
て
い
く
。
甘
泉
泰
時
は
、
武
帝
中
期
以
前
に
生
ま
れ
た
諸
祭
祀
論
の
総
括
で
あ
る
と
同
時
に
、
前
漢

郊
祀
の
中
核
で
あ
り
、
ま
た
前
漢
二
極
を
後
世
の
そ
れ
に
繋
ぐ
鍵
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め
小
論
で
は
、
ま
ず
甘
泉
二
時
登
場
に
到
る
過
程
、
す

な
わ
ち
雍
五
時
や
潤
陽
五
帝
廟
、
河
東
属
土
の
成
立
と
内
容
を
追
い
、
次
に
甘
泉
泰
時
の
分
析
を
行
い
、
最
後
に
、
そ
れ
が
前
漢
末
に
な
ぜ
改

革
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
を
考
え
、
甘
泉
飯
時
が
王
葬
や
後
漢
に
い
か
に
継
承
さ
れ
る
の
か
に
言
及
し
た
い
。

①
金
子
修
｝
『
古
代
中
国
と
皇
帝
祭
祀
隔
（
汲
古
選
書
二
六
、
二
〇
〇
一
年
）
。

②
小
島
毅
「
郊
祀
制
度
の
変
遷
」
（
「
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
」
一
〇
八
、
一
九
八

　
九
年
）
。

③
保
科
季
子
「
前
漢
後
半
期
に
お
け
る
儒
家
礼
制
の
受
容
－
漢
的
伝
統
と
の
対
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立
と
皇
帝
観
の
変
貌
－
扁
（
隅
方
法
と
し
て
の
丸
山
真
男
瞼
青
木
書
店
、
一
九
九

　
八
年
）
。

④
金
子
動
注
①
前
掲
書
第
二
部
第
三
章
。
及
び
藤
川
正
数
鯛
立
代
に
お
け
る
礼
学

　
の
研
究
』
（
風
間
書
房
、
一
九
六
八
年
）
第
四
章
。

⑤
方
術
が
神
仙
術
の
み
を
指
す
の
で
は
な
い
こ
と
示
す
事
例
と
し
て
、
司
馬
遷
の

　
天
学
の
師
で
あ
る
「
方
士
」
唐
虞
が
太
初
改
暦
に
参
画
し
て
い
る
こ
と
（
『
漢
書
臨

　
巻
二
一
律
暦
志
・
巻
六
二
司
馬
遷
伝
）
や
、
武
帝
が
方
術
に
よ
る
治
水
を
考
え
て

　
い
た
こ
と
（
『
史
記
』
封
禅
書
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。

⑥
隅
漢
書
』
巻
二
五
郊
祀
志
に
、
「
元
帝
即
位
、
遵
田
儀
、
寧
歳
正
月
一
幸
甘
泉

　
郊
泰
蒔
、
又
束
至
河
東
洞
切
土
、
西
至
雍
祠
五
時
」
と
あ
る
。

⑦
『
太
平
御
覧
蜘
巻
五
二
六
礼
儀
部
五
祭
礼
下
に
引
く
『
漢
流
儀
隔
に
は
、
コ
兀

　
年
祭
天
、
二
年
祭
地
、
三
年
祭
五
帝
子
五
塒
、
三
歳
一
偏
、
皇
帝
自
行
、
他
祠
不

出
」
と
い
う
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
定
義
が
あ
が
っ
て
い
る
。
だ
が
表
1
を
み
る
限

り
で
は
、
こ
の
定
義
の
前
半
部
分
が
実
際
に
行
わ
れ
た
形
跡
は
な
い
。
た
だ
、
郊

祀
志
が
元
帝
の
郊
祀
実
施
に
つ
い
て
「
凡
五
奉
泰
一
后
土
霊
祠
」
と
述
べ
て
い
る

の
に
対
し
、
本
紀
で
は
后
土
澗
は
三
度
し
か
記
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
本

紀
に
は
記
録
が
脱
落
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
村
田
浩
氏
は
、
甘
泉
泰
時

に
お
い
て
「
三
年
一
郊
」
が
き
ち
ん
と
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
、

五
年
に
一
度
確
実
に
行
わ
れ
た
封
禅
に
比
し
て
郊
祀
は
行
事
と
し
て
重
要
度
が
低

か
っ
た
た
め
、
と
し
て
い
る
（
凶
漢
轡
撫
郊
紀
志
の
”
泰
7
の
祭
祀
に
つ
い

て
」
「
中
国
思
想
史
研
究
」
十
九
、
一
九
九
六
年
）
が
、
筆
者
は
、
実
際
の
運
用

が
規
定
に
必
ず
し
も
忠
実
で
な
い
と
い
う
、
前
近
代
中
国
に
お
け
る
制
度
の
特
性

に
原
因
を
帰
し
た
い
。
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第
一
章
　
高
祖
か
ら
武
帝
初
期
の
郊
鵜

（
こ
　
　
「
五
帝
翻
上
帝
」
祭
祀
の
展
開

　
雍
五
時
は
前
漢
王
朝
に
お
け
る
最
古
の
上
帝
祠
で
、
秦
の
雍
四
時
を
前
身
と
す
る
。
封
禅
書
に
よ
れ
ば
、
春
秋
の
は
じ
め
秦
が
諸
侯
に
列
せ

ら
れ
て
以
来
戦
国
末
に
至
る
ま
で
の
間
、
聖
地
と
さ
れ
た
雍
の
各
地
に
そ
れ
ぞ
れ
青
・
赤
・
自
・
黄
の
帝
を
祀
る
時
（
祭
祀
場
）
が
設
け
ら
れ

　
　
　
　
①

た
と
い
う
。
が
、
栗
原
朋
信
氏
は
、
こ
れ
ら
五
行
の
五
帝
の
名
が
秦
本
紀
や
秦
の
金
石
文
に
み
え
な
い
こ
と
か
ら
、
封
禅
書
の
こ
の
記
事
の
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

葱
性
を
疑
問
視
す
る
。
秦
が
こ
の
四
時
で
行
っ
て
い
た
祭
祀
儀
礼
に
つ
い
て
は
封
禅
書
に
、
年
八
園
、
季
節
ご
と
に
供
物
を
変
え
て
祀
っ
た
他
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

三
年
に
一
度
、
曝
首
十
月
に
憶
見
し
、
「
権
火
を
通
じ
、
成
合
の
肇
に
拝
」
し
た
、
と
あ
る
。
こ
の
「
通
権
火
」
と
い
う
儀
礼
に
つ
い
て
は
後

に
ふ
れ
る
。



前漢武二期における郊祀体制の成立（目黒）

　
漢
の
高
祖
は
関
中
を
掌
握
し
た
際
、
秦
の
旧
来
の
諸
祭
祀
を
そ
の
ま
ま
継
承
す
る
旨
を
表
明
し
つ
つ
、
上
帝
は
四
で
は
な
く
五
帝
だ
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

説
を
持
ち
出
し
て
新
た
に
黒
帝
の
北
時
を
増
設
し
、
こ
こ
に
雍
五
時
が
成
立
し
た
。
五
帝
説
に
首
を
か
し
げ
る
祠
官
た
ち
に
対
す
る
、
高
祖
の

「
我
を
待
ち
て
五
を
具
う
る
な
り
」
と
い
う
答
え
か
ら
窺
わ
れ
る
の
は
、
自
分
が
秦
地
の
新
た
な
支
配
者
で
あ
る
こ
と
の
字
書
で
あ
る
。
し
か

し
一
方
で
自
ら
は
こ
の
「
上
帝
」
を
祀
る
こ
と
な
く
、
儀
礼
は
も
と
の
ま
ま
、
呼
び
戻
し
た
秦
の
祝
官
等
に
祀
ら
せ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
高
祖

が
秦
の
祭
祀
の
継
承
に
、
旧
地
の
人
心
掌
握
以
上
の
意
味
を
持
た
せ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
前
漢
初
期
に
「
上
帝
」
の
内
容
と
し
て
雍
五
時
の
五
帝
が
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
文
帝
の
祭
祀
を
通
し
て
よ
り
明
ら
か
と
な
る
。
文
帝

は
十
四
（
前
面
ハ
六
）
年
に
、
即
位
以
来
の
人
民
の
安
寧
と
豊
年
を
「
上
帝
諸
神
の
賜
」
と
考
え
、
雍
五
時
を
筆
頭
と
す
る
関
中
内
の
心
門
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

用
い
る
祭
具
を
加
増
し
て
感
謝
を
表
明
し
た
。
ま
た
翌
年
、
黄
龍
出
現
の
瑞
祥
と
豊
年
に
対
し
、
文
帝
は
自
ら
「
上
帝
諸
神
」
を
認
る
こ
と
を

望
み
、
有
司
が
「
古
者
、
天
子
は
夏
親
ら
上
帝
を
郊
に
郊
祀
」
し
た
と
述
べ
、
こ
の
結
果
漢
王
朝
に
お
け
る
は
じ
め
て
の
郊
祀
が
、
夏
四
月
に

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

雍
五
時
に
て
実
現
し
た
。

　
こ
の
時
の
有
司
の
答
え
か
ら
は
、
雍
五
時
へ
の
郊
祀
を
毎
夏
に
定
期
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
可
能
性
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
証

拠
に
、
翌
年
の
郊
祀
は
同
じ
夏
四
月
に
行
わ
れ
た
。
開
史
記
』
巻
一
〇
孝
文
本
紀
に
は
、
郊
祀
は
「
孟
夏
四
月
の
苔
礼
」
で
あ
る
た
め
に
赤
色

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
祭
服
を
用
い
た
、
と
夏
が
選
ば
れ
た
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
夏
・
赤
、
そ
し
て
祭
祀
と
い
う
組
み
合
わ
せ
ば
月
令
思
想
の
影
響
を
う
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

が
わ
せ
る
が
、
有
司
の
言
葉
の
出
典
が
明
ら
か
で
な
い
以
上
、
断
定
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
次
代
の
景
帝
の
郊
紀
は
歳
首
十
月
に
行
わ
れ
て
お

り
、
文
豆
代
の
、
郊
祀
を
季
節
や
「
答
礼
」
と
関
連
付
け
る
考
え
方
か
ら
の
何
ら
か
の
転
換
が
あ
っ
た
こ
と
だ
け
は
確
認
で
き
る
。

　
文
帝
十
六
（
前
一
六
四
）
年
夏
の
郊
祀
は
、
だ
が
長
安
東
北
郊
外
の
岩
肌
五
帝
廟
に
場
を
変
え
て
い
る
。

　
潤
陽
五
帝
廟
は
、
雍
五
時
二
心
後
の
、
潤
陽
の
地
に
「
神
気
が
五
爵
を
成
す
」
瑞
祥
が
現
れ
た
と
い
う
、
望
気
術
者
新
垣
平
の
上
奏
、
及
び

姓
氏
不
詳
の
人
物
の
、
「
神
明
の
舎
」
た
る
東
北
と
「
神
明
の
墓
」
た
る
西
方
に
上
帝
を
祀
る
べ
し
、
と
の
意
見
を
採
用
し
建
設
し
た
も
の
で

　
⑨

あ
る
。
廟
の
構
造
は
、
「
宇
を
同
じ
く
し
、
帝
ご
と
に
一
落
あ
り
、
面
ご
と
に
各
の
五
五
あ
り
、
各
の
そ
の
冷
色
の
如
く
」
し
、
儀
礼
は
三
五
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⑩

時
と
同
様
、
さ
ら
に
「
権
火
挙
げ
祠
」
り
、
そ
の
光
は
天
に
届
く
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
こ
の
記
述
の
み
に
拠
っ
て
潤
陽
五
帝
廟
の
構
造
を
復
原
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
少
な
く
と
も
雍
の
各
地
で
別
々
に
祀
ら
れ
て
い
た
五
帝
を
、

廟
と
い
う
一
つ
の
空
間
に
整
理
配
置
し
た
こ
と
は
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
、
高
祖
が
元
来
秦
の
神
々
を
個
々
に
祀
っ
て
い
た
雍
四
時
を
五
時
と

す
る
こ
と
で
導
入
し
た
、
五
行
説
に
基
づ
く
祭
祀
論
・
「
上
帝
」
観
を
、
文
応
が
、
よ
り
整
理
さ
れ
た
竹
製
五
帝
廟
と
い
う
形
に
具
体
化
し
た
、

と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
潤
陽
五
帝
廟
創
設
の
目
的
は
、
こ
の
よ
う
な
五
行
的
祭
祀
の
確
立
の
他
に
も
う
一
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
秦
の
祭
祀
の
継
続
か
ら
の
脱
却
で

あ
る
。
姓
氏
不
詳
の
人
物
の
意
見
に
み
え
る
東
北
と
西
方
の
対
置
は
、
潤
陽
と
雍
の
対
置
を
指
し
、
漢
が
新
た
に
つ
く
っ
た
上
帝
祀
場
に
、
数

百
年
来
の
伝
統
を
も
つ
秦
の
上
帝
祀
場
と
同
等
の
権
威
を
付
与
し
、
か
つ
上
帝
祠
を
、
秦
の
も
の
か
ら
漢
の
も
の
へ
更
新
す
る
意
図
を
も
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
文
帝
の
こ
の
時
に
は
ぼ
同
時
進
行
で
、
五
徳
終
始
に
基
づ
く
改
暦
鶯
色
な
ど
の
実
施
が
計
画
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
礼

制
面
で
の
秦
か
ら
漢
へ
の
更
新
と
い
う
大
き
な
計
画
の
～
角
に
、
私
線
も
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　
翌
後
面
（
前
一
六
三
）
年
、
新
垣
平
の
詐
術
発
覚
と
諌
殺
と
い
う
衝
撃
か
ら
、
文
帝
は
二
度
と
郊
祀
を
行
わ
な
く
な
り
、
郊
祀
の
定
期
化
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

武
帝
の
元
光
二
（
前
一
三
三
）
年
、
「
三
歳
一
鞭
」
と
し
て
実
現
し
た
。
雍
五
時
に
対
す
る
郊
祀
は
こ
の
時
、
文
帝
の
時
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
瑞

祥
の
返
礼
的
措
置
と
し
て
で
は
な
く
、
定
期
的
な
皇
帝
祭
祀
の
制
度
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
、
先
に
示
し
た
「
旧
儀
」
の
一
角
た
る
雍
五
時
詞
の

成
立
で
あ
る
。
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（
二
）
　
「
通
権
火
」
儀
礼
の
継
承

　
以
上
の
よ
う
に
雍
五
時
は
、
秦
か
ら
漢
に
受
け
継
が
れ
た
上
帝
祠
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
儀
礼
も
ま
た
、
高
祖
が
も
と
の
秦
の
綱
官
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ち
を
呼
び
戻
し
て
以
来
、
彼
等
を
握
い
手
と
し
て
継
承
さ
れ
、
宗
廟
を
除
く
前
漢
祭
祀
儀
礼
の
規
範
と
な
っ
た
。
と
り
わ
け
秦
の
四
時
で
行
わ

れ
て
い
た
「
通
権
火
」
と
い
う
儀
礼
は
、
秦
の
漢
へ
の
影
響
を
具
体
的
に
示
す
好
例
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
確
認
し
た
い
。



前漢武帝期における郊祀体制の成立（擦黒）

　
先
に
述
べ
た
秦
四
時
に
お
け
る
「
通
権
火
」
儀
礼
に
関
し
、
『
史
記
集
解
』
の
張
管
轄
は
、
「
権
火
、
面
識
な
り
。
状
は
井
の
契
泉
・
の
ご
と
し
、

　
　
　
　
は
か
り
　
　
　
に

其
の
法
は
称
に
類
る
、
故
に
之
を
権
と
謂
う
。
光
明
を
し
て
遠
く
照
ら
し
、
祀
所
を
通
ぜ
し
め
ん
と
欲
す
る
な
り
。
漢
、
五
時
を
雍
に
祠
る

に
、
五
里
ご
と
に
一
峰
火
あ
り
」
と
解
説
し
、
『
漢
書
』
郊
祀
志
の
当
該
部
分
の
師
古
注
も
、
祭
祀
に
峰
火
を
用
い
る
の
は
、
天
子
が
自
ら
祠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

所
に
赴
か
な
い
場
合
、
ま
た
は
多
く
の
祠
所
を
｝
度
に
祀
る
場
合
の
手
段
、
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
ま
た
「
権
火
」
は
、
『
呂
氏
春
秋
』
孝
行
覧
本
味
篇
や
そ
の
高
管
簾
で
は
、
祭
潤
に
お
い
て
不
祥
を
祓
う
、
祓
除
の
効
用
を
持
つ
と
さ
れ
る
。

高
鷲
注
は
ま
た
「
権
火
」
は
歯
桿
（
は
ね
つ
る
べ
）
の
仕
組
み
を
用
い
た
と
解
説
し
て
お
り
、
こ
れ
は
前
記
の
張
無
毒
と
一
致
す
る
だ
け
で
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

く
、
『
太
平
御
覧
』
巻
三
三
五
兵
部
に
引
く
『
甘
氏
天
文
占
』
に
よ
っ
て
、
辺
境
の
峰
燧
も
同
様
の
仕
組
み
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
以
上
か
ら
「
通
権
火
」
と
は
、
北
辺
の
芝
之
さ
な
が
ら
、
成
陽
か
ら
雍
に
到
る
ま
で
延
々
と
邪
を
祓
う
火
を
連
ね
る
儀
礼
で
あ
る
こ
と
が
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

か
る
。
そ
し
て
秦
か
ら
漢
に
継
承
さ
れ
、
雍
五
時
郊
祀
の
み
で
な
く
、
溜
三
五
帝
廟
郊
紀
に
も
受
け
継
が
れ
、
さ
ら
に
後
述
す
る
武
帝
の
甘
泉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

泰
時
郊
氾
に
も
、
峰
火
を
焚
い
て
竹
宮
か
ら
望
拝
し
た
、
あ
る
い
は
祀
壇
を
火
で
満
た
し
た
、
と
い
う
形
で
現
れ
て
く
る
。
宿
場
の
形
態
が
廟

か
ら
壇
に
変
わ
り
、
配
場
と
皇
帝
と
の
距
離
は
著
し
く
短
縮
し
、
も
は
や
遠
く
離
れ
た
漁
場
を
同
時
に
祀
る
た
め
の
火
と
い
う
意
味
は
消
失
し

た
か
に
み
え
る
。
し
か
し
夜
間
の
祀
り
に
て
、
竹
宮
か
ら
太
一
壇
を
望
拝
す
る
上
で
の
火
に
は
、
実
用
性
と
同
時
に
、
不
祥
を
祓
う
役
割
が
依

然
と
し
て
備
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
清
人
銭
大
昭
は
こ
の
蜂
火
の
儀
礼
に
つ
い
て
張
裏
や
顔
師
古
の
説
を
否
定
し
、
経
書
の
い
わ
ゆ
る
「
旙
柴
」
の
遺
法
と
す
る
説
を
支
持
し
て

　
⑲

い
る
が
、
経
書
の
祭
祀
論
の
再
現
に
つ
と
め
た
喪
葬
の
元
始
儀
や
後
漢
の
南
郊
儀
礼
に
お
い
て
は
心
火
の
記
述
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
逆
に

こ
れ
が
秦
の
遺
法
で
あ
っ
て
経
書
に
則
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
経
書
の
祭
祀
論
と
秦
・
前
漢
の
そ
れ
の
差
異
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
三
）
　
「
天
地
」
祭
祀
の
登
場
－
河
東
后
土
一

元
光
二
（
前
一
三
一
二
）
年
か
ら
数
え
て
四
度
目
の
、
元
鼎
四
（
前
＝
三
）
年
に
行
わ
れ
た
雍
五
時
郊
祀
の
折
、
武
帝
は
、
上
帝
と
后
土
の
祀
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り
を
対
と
し
て
親
祭
す
べ
き
こ
と
に
思
い
至
り
、
祠
宮
の
助
言
を
受
け
て
長
安
東
北
の
河
東
、
黄
河
と
扮
水
が
合
流
す
る
沿
陰
の
雅
丘
に
后
土

　
　
　
　
　
　
　
⑳

祀
壇
を
設
け
さ
せ
た
。
武
帝
の
こ
の
発
案
が
何
に
触
発
さ
れ
た
の
か
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
対
象
を
「
上
帝
諸
神
」
と
表
現
す
る
従
来
の

祭
祀
論
と
は
異
な
る
、
「
上
帝
」
と
「
地
」
と
を
一
対
並
等
と
す
る
祭
祀
論
が
こ
こ
で
浮
上
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
河
東
扮
陰
と
い
う
土
地
が
選
定
さ
れ
た
理
由
と
し
て
は
、
以
下
の
三
点
が
考
え
ら
れ
る
。

　
第
一
は
、
碓
丘
の
地
形
が
「
地
」
の
宿
場
の
理
想
に
合
致
し
た
こ
と
で
あ
る
。
藤
川
正
数
氏
は
、
祠
官
の
助
言
中
に
み
え
る
、
「
后
土
は
宜

し
く
沢
中
角
蝉
に
五
壇
を
為
す
べ
し
し
と
い
う
后
土
祭
祀
の
方
法
に
合
致
す
る
地
形
と
し
て
、
雅
丘
が
選
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し

　
　
⑳

て
い
る
。

　
第
二
は
、
沿
陰
と
い
う
土
地
の
持
つ
神
秘
性
で
あ
る
。
潤
陽
五
帝
廟
の
発
起
人
新
垣
平
は
、
諌
殺
さ
れ
る
直
前
、
始
皇
帝
の
時
に
二
水
に
没

し
た
周
鼎
が
沿
陰
に
出
現
す
る
こ
と
を
望
気
術
に
よ
っ
て
察
知
し
、
そ
れ
を
受
け
た
文
帝
は
、
沿
陰
に
祠
を
建
て
て
鼎
を
迎
え
る
準
備
を
さ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
こ
と
が
あ
っ
た
。
ま
た
葉
陰
の
男
子
が
沿
水
の
近
く
で
光
を
見
た
と
い
う
話
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
武
帝
や
そ
の
周
囲
に
沿
陰
を
神
聖
な
土

地
と
し
て
印
象
づ
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
三
は
、
河
東
翠
陰
が
、
天
下
の
中
心
「
翼
州
」
に
属
す
る
と
す
る
観
念
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
『
漢
書
』
巻
露
場
帝
紀
が
記
す
、
元
鼎

四
（
前
＝
三
）
年
十
一
月
に
后
土
洞
よ
り
帰
還
し
た
後
の
詔
に
は
、
「
地
を
翼
州
に
祭
る
」
と
い
う
句
が
み
え
る
。
素
意
注
は
、
「
后
土
祠
は

暴
雨
に
在
り
。
沿
陰
は
本
よ
り
翼
州
の
地
な
り
」
と
し
て
、
沿
陰
は
「
濠
州
」
に
属
す
る
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
漢
書
』
巻
二

二
礼
楽
志
が
載
せ
る
郊
詠
歌
の
中
で
、
翼
然
祠
を
主
題
と
し
て
い
る
第
十
四
章
に
も
、
「
后
皇
の
嘉
壇
、
玄
黄
の
服
を
立
て
、
物
翼
州
に
発
し
、

兆
し
て
墨
型
を
蒙
る
」
と
い
う
表
現
が
み
え
、
こ
こ
で
は
臣
讃
が
「
沿
陰
は
翼
州
に
属
す
」
と
し
て
い
る
。
「
翼
州
」
は
、
『
尚
書
』
や
『
史

記
』
巻
二
等
本
紀
、
『
漢
書
』
巻
二
八
地
理
襟
上
に
み
え
る
「
禺
貢
」
で
は
、
時
の
天
子
嘉
が
都
と
し
、
禺
が
治
水
を
開
始
し
た
と
こ
ろ
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

天
下
の
中
心
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
兇
寛
よ
り
『
尚
書
』
を
学
ん
で
い
た
武
帝
が
、
「
禺
貢
」
に
基
づ
き
、
「
地
」
の
后
土
を
祀
る
に
ふ
さ

わ
し
い
場
所
と
し
て
沿
陰
を
選
択
し
た
可
能
性
は
大
き
い
。
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（
四
）
　
盾
土
壇
の
形
状
と
性
質

前漢武帝期における郊祀体制の成立（目黒）

　
沿
陰
后
土
祠
創
設
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
は
、
は
じ
め
て
愈
愈
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
壇
の
形
状
に
つ
い
て
は
、
封
禅
書
及
び

郊
雄
志
に
「
沢
中
直
面
に
五
壇
を
為
す
」
と
あ
り
、
五
つ
の
壇
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
揚
雄
が
成
帝
の
后
馬
脳
に
従
っ
た
際
、

そ
の
模
様
を
詠
ん
だ
河
東
賦
（
『
漢
書
』
巻
八
七
揚
雄
伝
上
）
に
み
え
る
、
「
霊
紙
質
に
潰
し
、
五
位
時
に
叙
す
」
と
い
う
詩
句
も
ま
た
、
后
土
の

五
壇
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
他
に
后
土
祠
に
関
す
る
史
料
と
し
て
、
郊
祀
歌
第
二
章
を
取
り
上
げ
た
い
。

　
　
　
「
雨
中
壇
に
臨
み
、
四
方
面
を
痛
く
。
縄
縄
と
し
て
意
変
じ
、
備
に
其
の
所
を
得
。
六
合
を
清
和
し
、
数
を
制
す
る
に
五
を
以
て
す
。
海
内
安
寧
に
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
文
を
興
し
武
を
医
む
。
后
土
富
に
燈
し
、
三
光
を
昭
明
す
。
穆
穆
た
り
優
游
、
嘉
服
に
黄
を
上
ぶ
。
扁
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
漢
書
』
礼
楽
志
）

　
冒
頭
の
「
帝
」
、
す
な
わ
ち
歌
の
主
役
が
何
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
。
顔
師
古
は
、
「
天
神
の
尊
き
者
、
中
墨
に
来
降
す
」
と
、

や
や
曖
昧
な
解
釈
を
し
て
い
る
。
劉
敬
は
「
此
の
帝
は
天
子
を
指
す
の
み
」
と
し
、
こ
れ
に
対
し
呉
仁
傑
は
、
続
く
郊
範
歌
三
章
か
ら
六
章
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

「
年
子
楽
」
と
総
称
さ
れ
る
四
方
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
歌
が
続
く
こ
と
か
ら
、
こ
の
場
合
の
「
帝
」
は
五
行
中
央
の
盾
土
を
指
す
と
す
る
。

ま
た
張
嬰
は
、
「
制
数
繋
馬
」
と
い
う
五
行
で
中
央
土
に
配
当
さ
れ
る
数
を
含
む
歌
詞
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
后
土
の
歌
と
し
、
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
行
の
土
の
色
で
あ
る
黄
色
の
祭
服
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
考
え

念
孫
も
こ
れ
に
同
意
し
て
い
る
。
庫
裏
后
土
祀
場
に
は
五
つ
の
壇
が
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

合
わ
せ
れ
ば
、
張
・
呉
・
王
の
説
を
採
っ
て
こ
れ
を
后
土
の
歌
と
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
歌
が
用
い
ら
れ
た
場
で
あ
る
。
王
土
孫
は
、
「
中
等
」
「
四
方
」
と
い
う
歌
詞
を
五
帝
の
表
現
と
解
釈
し
、
甘
泉
泰

　
　
　
　
　
⑳

時
に
比
定
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
実
は
泰
時
の
太
一
壇
の
構
造
と
は
矛
盾
す
る
。
封
禅
書
に
拠
れ
ば
、
五
帝
の
壇
は
太
一
壇
の
周
囲
を
巡
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

中
央
土
の
黄
帝
は
西
南
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
図
－
②
）
。
だ
か
ら
、
郊
祀
魚
形
二
章
が
膏
土
の
歌
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る

な
ら
ば
、
后
土
が
中
心
に
配
置
さ
れ
る
構
造
の
夏
場
を
さ
が
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
五
つ
の
壇
を
も
つ
沿
陰
盾
土
車
に
他
な
ら
な
い
。
そ
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□

□　
　
　
　
　
　
土

［
□
噺

　
　
　
　
　
　
⑪

口

　②甘泉泰時

図1　祀壇概念図

雍
五
時
、
五
殿
か
ら
な
る
言
書
五
帝
廟
、
五
壇
を
備
え
る
相
等
后
土
祠
と
い
う
祀
場
形
態
の
系
譜
が
明
ら
か
と
な
る
。
客
土
の
五
壇
は
、

に
黄
帝
で
は
な
く
后
土
の
名
を
用
い
て
い
る
よ
う
に
、
五
帝
の
壇
で
は
な
い
が
、

で
、
上
帝
で
あ
る
五
帝
と
は
別
個
の
至
尊
と
い
う
神
格
を
創
出
し
た
た
め
で
あ
る
。
后
土
祠
が

と
は
、
両
者
の
同
等
性
を
も
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
盾
土
器
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
創
設
当
初
は
豊
年
祈
願
を
目
的
と
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
元
皆
無
（
前
一
＝
～
）
年
の
詔
に
、
「
朕

浮
身
を
以
て
王
侯
の
上
に
託
す
も
、
徳
未
だ
民
を
緩
ん
ず
る
能
わ
ず
、
民
或
い
は
飢
寒
す
。
故
に
蕃
土
を
巡
祭
し
、
以
て
豊
年
を
祈
る
」
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
ね

明
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
郊
霊
歌
第
十
二
章
に
、
「
上
天
布
く
施
し
て
后
土
成
り
、
穣
穣
た
る
豊
年
、
四
時
栄
ゆ
」
と
あ
る
の
も
、
后
土
器
の

目
的
の
表
現
と
し
て
よ
い
。

　
こ
の
こ
と
は
、
后
土
筆
に
つ
い
て
は
雍
五
時
と
異
な
り
、
定
期
化
を
示
す
よ
う
な
文
雷
が
な
い
こ
と
、
及
び
属
土
祠
に
関
し
て
「
淑
髪
」
と

い
う
言
葉
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
と
関
連
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
后
土
祠
は
、
少
な
く
と
も
創
設
の
段
階
で
は
臨
時
の
祭
祀
と

し
て
の
性
格
を
持
っ
て
お
り
、
皇
帝
が
定
期
的
に
行
う
と
い
う
意
味
で
の
郊
祀
の
一
つ
と
し
て
は
規
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

し
て
、
そ
の
五
壇
は
、
郊
肥
歌
第
二
章
の
歌
罰
に
従
え
ば
、
「
中

央
」
と
「
四
方
」
を
象
徴
す
る
配
置
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
（
図
1
①
）
。
「
六
合
を
清
和
し
、
数
を
制
す
る
に
五
を
以
て

す
。
」
と
い
う
歌
詞
は
、
「
六
合
」
（
巨
世
界
）
を
「
五
」
で
も
っ
て

表
現
し
た
、
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
「
五
」
の
構
造
に
最
も
類
似
し
た
形
態
を
持
つ
祀

場
と
し
て
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
五
帝
を
一
堂
に
祀
っ
た
、
先
述
の

文
帝
の
潤
陽
五
帝
廟
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
五
つ
の
祀
場
か
ら
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
神

　
　
そ
れ
は
上
帝
と
地
を
一
対
と
す
る
祭
素
論
を
具
体
化
す
る
上

　
　
　
　
　
　
　
「
五
」
と
い
う
上
帝
祠
と
の
共
通
項
を
持
つ
こ
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し
か
し
お
そ
ら
く
、
当
時
の
上
帝
祠
廊
五
時
と
同
じ
「
上
帝
の
礼
」

史
を
経
て
宣
帝
・
元
帝
に
継
承
さ
れ
て
い
く
う
ち
に
、
漢
家
の
郊
祀
の

　
①
こ
の
過
程
に
つ
い
て
の
専
論
に
、
藤
田
忠
「
秦
の
四
時
に
つ
い
て
」
（
「
歴
史
と

　
　
地
理
」
鵬
六
五
、
一
九
九
四
年
）
が
あ
る
。

　
②
『
秦
漢
史
の
研
究
臨
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
〇
年
）
「
史
記
の
秦
始
皇
本
紀
に

　
　
関
す
る
二
・
三
の
研
究
」
第
五
章
「
秦
の
郊
祀
と
宗
廟
の
祭
祀
」
。

　
③
　
　
『
史
記
撫
封
禅
書
に
、
「
唯
雍
四
時
、
上
帝
為
尊
、
其
光
量
漁
人
罠
、
唯
陳
宝
。

　
　
高
価
四
塒
、
春
以
為
歳
禧
、
因
津
凍
、
秋
解
凍
、
塁
塞
漏
、
五
月
嘗
駒
、
及
四
伸

　
　
之
月
祠
、
若
月
洞
。
陳
宝
節
来
皿
祠
。
春
夏
用
躰
、
秋
冬
用
騨
、
階
駒
四
匹
、
木

　
　
禺
龍
、
樂
車
【
願
、
木
魂
車
馬
一
二
、
各
如
其
鳶
色
。
黄
横
蕪
各
説
、
珪
幣
各
有

　
　
数
。
皆
生
痙
埋
、
無
量
豆
偏
具
。
三
年
｝
郊
、
秦
以
冬
十
月
為
歳
出
、
故
常
以
十

　
　
月
上
宿
郊
見
。
通
権
火
、
拝
翼
成
陽
之
肇
、
冬
衣
上
白
、
其
用
如
経
綱
云
」
と
あ

　
　
る
。

　
④
『
史
記
謡
封
禅
轡
に
、
「
二
年
、
東
撃
項
籍
、
而
導
入
関
、
臨
監
秦
時
、
上
帝

　
　
祠
何
帝
也
。
頬
日
、
四
帝
有
白
青
黄
赤
帝
之
祠
。
高
祖
日
、
吾
聞
天
有
五
帝
、
而

　
　
有
四
隣
也
。
莫
知
図
説
。
於
是
高
祖
日
、
吾
知
之
奏
、
款
待
我
而
具
五
倫
。
乃
立

　
　
黒
帝
胴
、
命
漏
北
塒
。
有
調
進
祠
、
上
申
親
往
。
悉
召
故
屡
述
官
、
買
置
太
祝
太

　
　
宰
、
如
其
故
儀
礼
。
因
令
県
為
公
社
。
下
詔
命
、
吾
甚
重
祠
而
敬
祭
。
今
上
帝
之

　
　
言
及
由
州
諸
神
当
澗
者
、
各
以
其
時
礼
祠
之
、
如
故
」
と
あ
る
。

　
⑤
『
史
記
臨
封
禅
潜
に
、
「
是
歳
制
日
、
朕
即
位
十
三
年
干
今
、
頼
宗
廟
之
霊
、

　
　
社
稜
巨
鯨
、
方
内
雲
雨
、
民
人
靡
疾
、
間
者
比
年
登
。
朕
之
不
徳
、
何
以
饗
此
。

　
　
皆
上
帝
諸
神
之
賜
也
。
蓋
聞
、
古
者
饗
其
徳
、
必
報
其
功
。
欲
有
増
諸
神
綱
。
有

　
　
司
書
、
増
雍
五
時
路
車
各
一
乗
、
駕
被
具
。
西
塒
畦
時
、
禺
向
島
一
乗
、
禺
馬
四

　
　
匹
、
駕
豊
漁
。
其
河
漱
漢
儒
、
加
工
各
二
。
及
諸
士
各
青
嵐
壇
場
、
隠
州
組
豆
、

　
　
以
差
加
之
」
と
あ
る
Q

　
⑥
『
史
記
隔
封
禅
書
に
、
門
其
夏
下
詔
B
、
異
物
之
謬
見
子
成
紀
、
無
害
於
民
、

で
も
っ
て
、
武
帝
が
自
ら
、
治
世
中
五
度
に
わ
た
っ
て
祀
っ
た
と
い
う
歴

　
　
「
薄
儀
」
の
一
つ
と
し
て
定
着
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
歳
以
有
年
。
朕
祈
郊
上
帝
諸
神
、
無
官
議
、
無
誰
以
労
朕
。
有
罰
皆
日
、
思
者
天

　
　
　
　
子
夏
親
郊
祀
上
帝
於
郊
、
故
詩
心
。
憶
念
夏
四
月
、
文
帝
始
高
見
雍
五
時
祠
、
衣

　
　
　
　
嵩
上
赤
」
と
あ
る
。

　
　
　
⑦
『
史
記
蕊
巻
一
〇
孝
文
本
紀
に
、
「
有
司
礼
窟
皆
日
、
二
者
天
子
、
夏
躬
親
礼

　
　
　
　
肥
上
帝
於
郊
、
故
日
興
。
」
於
是
天
子
始
幸
雍
、
郊
見
五
帝
、
以
孟
夏
四
月
焉
。

　
　
　
　
　
…
（
中
略
）
…
十
六
年
、
上
品
郊
見
濡
湯
五
帝
廟
、
亦
以
夏
試
補
而
尚
赤
」
と
あ

　
　
　
　
　
る
。

　
　
　
⑧
『
春
秋
左
伝
叩
台
公
七
年
に
は
、
「
夏
四
月
、
三
近
郊
不
従
、
乃
免
田
。
孟
献

　
　
　
　
子
B
、
吾
乃
今
迄
後
知
麿
卜
篁
。
夫
郊
、
祀
后
稜
以
祈
農
事
也
。
是
故
以
啓
蟄
而

　
　
　
　
郊
、
郊
葡
後
耕
。
…
」
と
あ
り
、
こ
れ
を
意
識
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
⑨
『
史
記
輪
封
禅
書
に
、
「
其
明
年
、
趙
人
新
垣
平
以
望
気
見
上
、
醤
長
安
東
北
、

　
有
神
気
劇
団
采
、
若
入
冠
続
焉
。
或
日
東
北
、
神
明
之
舎
。
西
方
、
神
明
之
墓
也
。

　
天
瑞
下
、
宜
立
祠
上
帝
以
合
符
応
」
と
あ
る
。

⑩
『
史
記
㎞
封
禅
書
に
、
「
於
是
作
網
羅
五
帝
廟
、
同
宇
、
帝
　
殿
、
面
各
五
門
、

　
蔑
如
其
帝
色
。
祠
所
用
流
儀
、
亦
如
雍
五
節
。
…
（
中
略
）
…
、
権
火
田
而
祠
、

　
若
光
輝
然
属
天
焉
」
と
あ
る
。

⑪
噸
漢
幾
鵡
巻
四
文
帝
紀
に
、
門
十
五
年
春
、
黄
龍
見
於
成
紀
。
上
藪
下
詔
議
郊

　
祀
。
公
孫
臣
明
三
色
、
新
垣
平
設
五
廟
」
と
あ
り
、
改
暦
二
色
と
郊
祀
が
並
行
し

　
て
議
論
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
『
史
記
』
封
禅
書
に
、
門
門
三
歳
、

　
黄
龍
見
成
紀
。
落
懸
綿
羽
公
孫
臣
、
拝
為
博
士
、
与
諸
生
草
韓
語
服
毒
事
」
と
あ

　
り
、
さ
ら
に
「
夏
四
月
、
文
盲
親
拝
覇
潤
之
会
、
以
郊
轟
轟
陽
五
帝
。
・
：
（
申

　
略
）
…
於
是
貴
平
上
大
夫
、
諸
軍
千
金
、
而
使
博
士
諸
生
鯛
六
藩
中
、
作
王
制
。

　
謀
議
巡
狩
封
禅
事
」
と
あ
り
、
改
暦
服
色
、
封
禅
、
巡
狩
と
郊
祀
の
近
し
い
関
係

　
が
う
か
が
わ
れ
る
。
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⑫
『
史
記
㎏
封
禅
轡
に
、
「
明
年
、
今
上
初
曲
直
量
見
五
隙
、
後
常
三
歳
一
郊
偏

　
と
あ
る
。

⑬
潤
陽
五
帝
廟
に
お
け
る
儀
礼
が
雍
五
畦
と
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
注
⑩
の
史

　
料
に
み
え
る
。
ま
た
後
述
の
河
東
盾
土
儀
礼
に
つ
い
て
も
、
封
禅
書
に
「
上
親
望

　
拝
、
如
上
頂
礼
」
と
あ
り
、
ま
た
甘
泉
泰
時
に
つ
い
て
も
、
同
じ
く
封
禅
書
に

　
「
見
太
一
、
如
雍
郊
礼
扁
と
あ
る
。
さ
ら
に
封
禅
の
儀
礼
に
つ
い
て
も
、
封
禅
書

　
に
「
鋼
製
山
下
東
方
、
如
郊
澗
太
一
之
礼
」
と
あ
る
。

⑭
「
師
古
臼
、
凡
祭
紀
通
挙
火
者
、
或
以
天
子
不
親
至
嗣
所
而
望
拝
、
或
以
衆
祠

　
各
処
欲
其
一
特
薦
饗
、
講
掛
早
漏
、
轟
轟
火
為
之
節
度
也
。
他
皆
田
圃
」
と
あ
る

　
の
に
拠
る
。

⑮
　
　
『
呂
氏
春
秋
蝕
孝
行
覧
第
二
本
圃
篇
に
、
「
湯
得
伊
勢
、
無
類
於
廟
、
燗
以
燵

　
火
、
鍛
以
犠
獺
」
と
あ
り
、
そ
の
高
誘
注
に
、
「
周
礼
司
燵
、
『
掌
行
火
之
政
令
撫
。

　
火
者
所
以
祓
除
其
不
祥
、
置
火
於
桔
皐
、
燭
以
照
之
。
下
読
日
権
衡
之
権
」
と
あ

　
る
。
ま
た
『
周
礼
睡
大
司
馬
司
煙
に
、
「
司
燵
掌
行
火
之
政
令
。
：
・
（
中
略
）
…

　
凡
祭
祀
則
祭
煙
」
と
あ
り
、
火
と
祭
祀
の
密
擾
な
関
係
が
う
か
が
わ
れ
る
。

⑯
魍
太
平
御
覧
』
巻
三
三
五
兵
部
六
六
引
く
『
甘
氏
天
文
占
』
に
、
「
権
挙
蜂
遠

　
近
戦
闘
、
権
四
星
在
韓
尾
西
、
辺
地
警
備
蜂
侯
相
望
、
虜
至
則
挙
蜂
火
十
丈
、
如

　
今
桔
梅
、
大
栄
其
頭
、
若
薄
襟
火
放
出
、
権
重
本
低
則
毒
草
、
人
見
燦
火
」
と
あ

　
る
。
な
お
、
蜂
燧
制
度
に
お
け
る
桔
榔
の
仕
組
み
に
つ
い
て
は
、
労
韓
出
居
延
漢

　
南
国
　
考
釈
之
笠
間
（
申
清
幽
…
究
門
田
歴
史
瓠
朋
讐
研
究
所
宙
マ
刊
十
四
、
　
一
九
六
〇
年
）

　
参
照
。

⑰
注
⑩
参
照
。

⑱
㎎
太
平
簑
宇
記
睡
巻
三
〇
引
く
『
漢
時
儀
臨
に
、
門
武
器
祭
天
、
上
通
天
台
、

　
舞
八
歳
童
女
三
百
人
、
概
祠
過
半
仙
入
。
祭
天
已
、
令
人
升
通
天
台
、
以
候
天
仙

　
天
神
。
既
下
三
所
若
大
流
星
、
乃
挙
蜂
火
而
就
竹
宮
望
拝
」
と
あ
り
、
ま
た
『
史

　
記
輪
封
禅
書
に
は
、
「
其
祠
列
火
満
壇
」
と
あ
る
。

　
　
さ
ら
に
、
郊
祀
で
は
な
い
が
、
元
封
二
（
前
一
〇
九
）
年
に
武
帝
が
泰
康
に
て

　
行
っ
た
祀
り
に
つ
い
て
も
、
『
史
記
』
封
禅
書
に
、
門
自
有
識
綱
其
癩
、
而
泰
山
下

　
鵜
五
帝
、
各
如
其
方
、
黄
帝
弁
赤
帝
、
而
有
司
侍
祠
焉
。
山
上
砂
壌
、
下
悉
応

　
之
」
と
あ
り
、
由
上
と
麓
と
い
う
一
ぢ
の
鱈
場
を
火
に
よ
っ
て
繋
げ
る
例
が
み
え

　
て
い
る
。

⑲
『
漢
書
弁
疑
隔
巻
＝
二
に
、
「
銭
大
耳
日
、
恵
士
奇
云
、
通
下
火
、
蓋
燐
柴
之

　
遺
法
。
甘
泉
賦
、
欽
柴
宗
親
、
白
黒
皇
天
、
挙
洪
願
、
樹
霊
旗
、
、
樵
蒸
山
上
、
配

　
黎
四
施
、
東
燭
漁
海
、
西
下
流
沙
、
北
煩
幽
都
、
南
楊
運
上
、
所
謂
逓
権
火
也
。

　
恵
説
是
也
。
張
如
顔
摺
出
皆
非
」
と
あ
る
。

⑳
咽
史
記
睡
封
禅
書
に
、
門
其
明
年
冬
、
天
子
郊
雍
、
議
覇
、
今
上
帝
、
朕
親
郊
、

　
而
后
土
無
祀
、
則
礼
不
苔
也
。
有
司
与
太
史
公
祠
宮
寛
鋒
議
、
天
地
牲
角
繭
栗
。

　
今
陛
下
親
嗣
后
土
。
后
土
宜
於
沢
撃
墜
単
為
五
壇
、
壇
一
黄
薬
理
牢
具
、
已
祠
尽

　
痙
、
結
露
綱
衣
上
黄
。
於
是
天
子
遂
東
、
始
立
后
土
祠
沿
蝋
纈
丘
、
如
寛
釘
等
議
。

　
継
親
羅
拝
、
如
上
帝
礼
」
と
あ
る
。

⑳
藤
川
氏
「
は
じ
め
に
」
注
④
前
掲
書
。

⑫
　
　
遡
史
記
輪
封
禅
書
に
、
「
平
面
日
、
周
鼎
亡
、
在
酒
水
中
。
今
河
溢
通
潤
、
臣

　
望
東
北
、
沿
陰
直
有
金
宝
気
、
意
周
鼎
其
出
差
。
三
見
不
迎
則
不
平
。
於
是
上
使

　
使
治
廟
沿
陰
、
南
一
河
、
欲
煙
出
轟
轟
」
と
あ
る
。
ま
た
『
漢
書
臨
界
祀
志
に
、

　
「
於
是
天
子
東
楽
劇
陰
。
扮
陰
男
子
公
孫
湧
洋
装
、
見
溌
労
有
光
如
緯
」
と
あ
る
。

⑱
　
　
『
漢
書
席
巻
八
八
儒
林
伝
に
、
「
寛
有
位
材
、
初
見
武
帝
、
語
経
学
。
上
日
、

　
吾
始
以
尚
書
撲
細
頚
好
。
及
聞
難
論
、
可
観
。
煙
従
寛
問
皿
篇
」
と
あ
る
。

⑭
　
原
字
は
門
娚
」
。
し
か
し
呉
仁
傑
欄
両
漢
刊
誤
補
遺
幅
巻
四
に
、
「
嬬
当
作
燃
字

　
之
誤
也
。
見
買
誼
新
嘗
、
按
字
書
、
燈
有
両
義
、
～
日
焔
焔
天
地
合
気
也
。
【
日

　
欝
煙
也
。
富
燃
以
姻
燈
為
義
、
后
土
冨
畑
、
昭
明
三
光
、
即
新
書
天
清
激
、
地
富

　
焔
、
物
差
勃
之
意
漏
と
あ
る
の
に
従
っ
た
。

㊧
呉
仁
傑
『
両
漢
刊
誤
補
遺
㎞
巻
藁
に
、
「
志
載
泰
一
壇
三
山
、
五
帝
壊
環
居
其

　
下
、
各
如
其
方
。
此
章
古
品
臨
中
壇
、
継
之
以
青
陽
朱
明
西
顯
元
冥
四
章
、
蓋
祠

　
五
方
帝
舞
歌
也
。
師
古
二
型
為
天
神
、
刊
誤
以
聖
天
子
、
皆
与
志
不
合
。
此
帝
謂
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下
方
之
帝
、
月
令
中
央
土
、
尾
也
」
と
あ
る
。

⑳
　
　
噸
漢
書
輪
巻
二
二
礼
楽
志
郊
声
色
第
二
章
の
張
直
黒
に
、
「
此
黒
土
之
歌
也
。

　
土
蓋
置
」
と
あ
り
、
ま
た
王
念
孫
『
読
書
雑
誌
臨
漢
書
第
一
に
、
「
又
下
文
制
数

　
以
五
、
置
月
芸
所
云
其
黒
黒
土
、
其
数
五
。
張
婁
以
為
祭
后
土
高
歌
、
是
也
」
と

　
あ
る
。

⑳
　
注
⑳
参
照
。

⑳
　
郊
霊
歌
十
九
章
の
編
成
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
参
照
ま
で
に
付
言
し
て
お
き
た
い
。

　
十
九
章
の
内
容
は
お
よ
そ
、
第
一
章
（
迎
神
）
、
第
二
章
（
后
土
）
、
第
三
～
六
章

　
（
四
季
）
、
第
七
・
八
牽
（
太
一
）
、
第
九
章
（
日
）
、
第
十
章
（
天
馬
）
、
第
十
一

　
章
・
（
饗
神
）
、
　
籠
〃
十
二
～
十
－
四
章
・
（
瑞
祥
）
、
　
第
十
五
章
（
郷
鍵
軸
π
）
、
　
鱒
弟
十
山
ハ
血
早

　
（
五
帝
）
、
第
十
七
・
十
八
章
（
瑞
祥
）
、
第
十
九
章
（
送
神
）
と
い
う
よ
う
に
、

　
ほ
ぼ
祭
肥
の
進
行
に
沿
っ
た
展
開
を
も
つ
よ
う
編
成
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
歌
の

　
制
作
当
初
か
ら
こ
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
十
九
章
中
六
歌

　
は
瑞
祥
を
契
機
に
つ
く
ら
れ
、
制
作
年
代
が
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
元
狩

　
元
（
前
～
二
二
）
年
か
ら
太
始
三
（
前
九
四
）
年
と
輻
広
い
。
ま
た
『
漢
書
嚇
礼

　
楽
志
は
、
武
帝
の
后
土
崩
及
び
甘
泉
泰
時
創
設
に
あ
た
っ
て
、
郊
祀
歌
十
九
章
が

　
制
作
さ
れ
た
と
い
い
、
凹
史
記
』
封
禅
書
は
元
鼎
五
（
前
一
＝
｝
）
盛
秋
、
南
越

第
二
章
甘
泉
泰
時

（｝

j
　
謬
忌
太
一
壇
か
ら
甘
泉
泰
時
へ

　
討
伐
の
た
め
の
祭
祀
の
時
は
じ
め
て
、
祭
紀
に
楽
舞
が
用
い
ら
れ
た
と
い
う
。
以

　
上
の
記
載
を
矛
盾
な
く
総
合
す
る
こ
と
に
は
や
や
難
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、

　
郊
謳
歌
十
九
章
は
武
勲
代
に
わ
た
っ
て
作
り
続
け
ら
れ
、
現
行
の
よ
う
な
順
序
に

　
編
成
さ
れ
、
郊
祀
の
場
で
使
用
さ
れ
た
の
は
早
く
て
も
武
帝
の
最
末
年
、
も
し
く

　
は
郊
肥
が
再
開
さ
れ
た
宣
帝
代
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
郊
評
議
に
は
、
宣
帝

　
の
時
に
も
武
帝
に
な
ら
っ
て
詩
歌
が
つ
く
ら
れ
た
、
と
の
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

　
あ
る
い
は
宣
霊
代
に
つ
く
ら
れ
た
歌
が
郊
祀
歌
十
九
章
中
に
入
っ
て
い
る
可
能
性

　
も
あ
る
。

　
　
郊
祀
歌
十
九
章
は
前
漢
郊
祀
、
霊
に
甘
泉
泰
時
郊
祀
の
様
子
を
絵
画
的
に
活
写

　
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
郊
祀
歌
の
歌
詞
の
う
ち
、
祀
壇
の
構
造
と
祭
祀
の
目
的
に

　
か
か
わ
る
部
分
の
み
を
採
り
上
げ
て
い
る
が
、
郊
弔
歌
を
基
に
し
た
甘
泉
泰
蒔
郊

　
祀
儀
礼
の
復
原
に
つ
い
て
、
今
後
別
稿
を
用
意
し
た
い
。

⑳
　
　
『
読
書
雑
誌
』
漢
書
第
一
に
、
「
祭
祀
憲
云
、
具
泰
一
薫
習
、
五
帝
壇
環
居
其

　
下
、
猶
此
歌
詐
言
帝
臨
開
壇
也
。
又
云
、
落
下
四
方
地
為
畷
食
、
猶
此
歌
之
言
四

　
方
葦
子
也
」
と
あ
る
。

⑳
　
　
隅
史
記
』
封
禅
書
に
、
「
祠
壇
放
鳥
忌
太
一
壇
、
塊
三
壊
、
五
帝
壇
環
居
其
下
、

　
各
如
其
方
、
黄
帝
西
南
、
除
八
通
鬼
道
駄
と
あ
る
。

　
盾
土
祠
が
創
設
さ
れ
た
元
鼎
四
（
前
二
三
）
年
の
段
階
に
お
け
る
前
漢
王
朝
の
祭
祀
論
は
、
五
帝
を
「
上
帝
」
の
内
容
と
し
て
「
天
」
と

同
一
視
し
、
「
地
」
后
土
と
対
と
し
て
祀
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
こ
の
体
制
は
翌
元
鼎
五
年
、
甘
泉
十
時
の
創
設
に
よ
っ
て
は
や

49 （813）



く
も
変
革
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
甘
泉
泰
時
は
、
長
安
の
西
北
に
あ
る
雲
陽
甘
泉
宮
内
に
設
け
ら
れ
た
、
「
太
一
祠
壇
」
を
中
心
と
す
る
祀
場
で
あ
る
。
祭
祀
論
の
展
開
か
ら

み
れ
ば
、
従
来
の
雍
五
時
の
「
五
帝
1
1
上
帝
」
論
に
対
し
、
「
太
～
」
神
を
五
帝
よ
り
も
尊
い
と
す
る
、
新
し
い
祭
祀
論
が
採
用
さ
れ
た
、
と

意
義
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
祭
祀
論
自
体
の
登
場
は
、
元
光
年
間
に
ま
で
遡
る
。

　
元
光
二
（
前
一
一
一
一
三
）
年
に
雍
五
時
郊
祀
が
行
わ
れ
た
の
を
受
け
、
毫
の
雪
避
恩
が
そ
の
基
づ
く
と
こ
ろ
の
「
五
帝
匪
上
帝
」
と
い
う
考
え

に
異
を
唱
え
、
太
皿
を
天
神
の
最
高
位
、
五
帝
を
そ
の
補
佐
に
格
付
け
し
、
天
子
が
自
ら
春
秋
に
、
都
の
東
南
郊
に
、
「
壇
を
為
り
て
八
通
の

鬼
道
を
開
き
」
、
太
一
を
祀
る
べ
き
こ
と
を
上
奏
し
た
。
そ
し
て
こ
の
「
太
～
”
上
帝
」
と
い
う
新
た
な
祭
祀
論
は
、
東
南
郊
太
一
壇
と
い
う

形
に
一
応
結
実
し
た
。
こ
の
後
、
天
一
・
地
一
・
太
一
の
総
称
「
三
＝
神
を
天
子
自
ら
三
年
に
一
度
祀
る
と
い
う
祭
祀
論
、
さ
ら
に
太
～
を

含
む
様
々
な
神
々
に
対
し
て
天
子
が
春
に
「
無
下
」
（
厄
払
い
）
を
行
う
と
い
う
祭
祀
論
が
上
奏
さ
れ
る
と
、
武
帝
は
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
東
南

　
　
　
　
　
　
　
　
①

郊
太
一
壇
に
祀
ら
せ
た
。

　
し
か
し
こ
れ
ら
諸
論
は
均
し
く
太
一
の
名
を
あ
げ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
位
置
付
け
は
、
年
忌
に
お
い
て
は
最
高
神
、
三
一
説
に
お
い
て
は

同
等
な
三
要
素
の
一
角
、
解
祠
説
に
お
い
て
は
雑
多
な
神
々
の
一
つ
、
と
い
う
よ
う
に
全
く
異
な
っ
て
お
り
、
ま
た
武
帝
は
こ
れ
ら
を
漫
然
と

並
べ
、
か
つ
親
祭
の
主
張
に
反
し
て
脳
髄
に
任
せ
て
自
ら
は
祀
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
様
々
な
解
釈
が
入
り
乱
れ
た
状
況
の
太
一
神
は
、
祭

祀
対
象
と
し
て
一
目
置
か
れ
つ
つ
も
、
「
上
帝
」
の
地
位
に
は
据
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。

　
二
十
年
余
り
の
時
を
経
て
、
元
下
五
（
前
一
～
二
）
年
に
再
び
謬
恩
と
ほ
ぼ
同
～
の
太
一
親
祭
論
が
上
奏
さ
れ
た
時
も
、
な
お
武
士
の
心
は

容
易
に
は
動
か
な
か
っ
た
。
そ
の
時
決
定
的
に
働
い
た
の
が
、
方
士
公
孫
卿
の
上
奏
で
あ
っ
た
。
彼
は
黄
帝
の
札
平
な
る
代
物
を
持
ち
出
し
、

武
帝
が
暦
の
循
環
に
お
い
て
黄
帝
と
時
を
同
じ
く
す
る
こ
と
を
説
き
、
さ
ら
に
武
帝
の
対
旬
奴
戦
争
や
神
仙
術
へ
の
関
心
を
、
黄
帝
の
行
状
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

重
ね
て
登
仙
へ
の
道
と
し
て
肯
定
し
、
登
仙
を
果
た
す
黄
帝
が
万
霊
と
接
し
た
「
明
廷
」
こ
そ
甘
泉
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
上
奏
中
に
直
接
太

一
の
名
は
出
て
こ
な
い
が
、
「
明
応
」
が
甘
泉
宮
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
万
霊
と
交
接
す
る
」
の
は
様
々
な
神
々
の
座
を
設
け
る
泰
時
で
の
祭
祀
に
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相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
、
甘
泉
泰
時
が
神
仙
思
想
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
こ
こ
で
明
白
と
な
る
。

　
公
孫
卿
の
上
奏
は
、
黄
帝
が
い
か
に
し
て
登
仙
を
果
た
し
た
か
を
中
心
に
論
じ
て
お
り
、
そ
の
申
で
は
、
太
一
へ
の
祭
祀
と
い
う
行
為
よ
り
、

そ
れ
が
甘
泉
宮
と
い
う
場
所
で
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
甘
泉
宮
と
神
仙
説
と
の
繋
が
り
を

確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
元
狩
三
（
前
一
二
〇
）
年
、
長
安
の
西
北
に
あ
た
る
摯
実
に
秦
の
故
宮
を
利
用
し
て
造
営
さ
れ
た
甘
泉
宮
は
、
そ
れ
自
体
が
天
神
を
招
致
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
た
め
の
施
設
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
元
封
二
（
前
一
〇
九
）
年
、
甘
泉
宮
内
に
造
ら
れ
た
通
天
台
は
、
『
漢
旧
儀
』
に
よ
れ
ば
「
高
三
十
丈
」
と

い
う
高
楼
で
あ
る
と
と
も
に
、
「
武
廻
天
を
祭
る
に
、
通
天
台
に
上
り
、
八
歳
童
女
三
百
人
を
舞
わ
せ
、
祠
具
を
置
き
て
仙
人
を
招
か
ん
と
す
。

天
を
祭
り
已
れ
ば
、
人
を
し
て
通
天
台
に
升
り
、
以
て
天
下
天
神
を
候
わ
し
む
」
と
あ
っ
て
、
甘
泉
泰
阜
差
肥
に
お
い
て
通
天
台
が
重
要
な
舞

台
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
『
三
輔
愚
図
』
に
よ
れ
ば
通
天
台
は
他
に
候
神
台
・
望
仙
台
と
い
う
別
名
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
。

こ
れ
ら
か
ら
、
武
帝
の
甘
泉
泰
時
平
角
が
、
太
一
を
は
じ
め
と
す
る
神
々
と
通
交
す
る
目
的
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
だ
が
、
以
上
の
こ
と
か
ら
、
甘
泉
泰
角
革
認
の
目
的
を
神
仙
術
に
の
み
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
甘
泉
泰
平
の
核
で
あ
る

太
一
の
性
質
や
、
甘
泉
早
馬
の
構
造
が
も
つ
意
義
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
σ
先
行
研
究
を
顧
み
て
も
、
祀
壇
の
形
状
と
そ
の

背
景
を
は
じ
め
と
す
る
、
甘
泉
瞬
時
の
具
体
的
内
容
に
言
及
し
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
以
下
で
は
、
第
一
に
「
太
一
1
1
上

帝
」
論
採
用
に
伴
う
新
た
な
構
造
を
も
つ
祀
場
の
創
出
、
第
二
に
「
上
帝
」
太
一
の
性
質
を
論
じ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）
泰
時
の
構
造
①
三
重
と
昆
命
・
天
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ら

　
太
一
壇
の
構
造
は
封
禅
書
に
、
「
祠
壇
は
薄
着
の
太
一
壇
に
誓
い
、
壇
は
三
核
に
し
て
、
五
帝
博
論
の
下
を
環
毒
す
る
こ
と
各
の
其
の
方
の

如
く
し
、
黄
帝
は
西
南
と
し
、
八
通
の
鬼
道
を
除
す
」
と
あ
る
。

　
ま
ず
、
「
壇
三
核
」
と
は
壇
が
三
重
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
が
、
こ
れ
は
何
に
基
づ
く
の
だ
ろ
う
か
。
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揚
雄
の
甘
泉
賦
（
『
漢
書
』
揚
雄
伝
上
）
は
、
揚
雄
が
成
帝
の
甘
泉
報
時
郊
祀
に
従
っ
た
際
、
甘
泉
宮
及
び
郊
祀
の
模
様
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
ど

る
。
そ
の
中
に
、
「
帝
居
の
県
圃
に
配
し
、
泰
壼
の
威
神
に
象
る
」
と
い
う
詩
句
が
み
え
、
そ
の
服
虞
注
に
、
「
曾
城
・
県
圃
・
浜
風
、
昆
命

の
山
の
三
重
な
り
。
天
帝
神
詣
の
上
に
在
り
」
と
あ
り
、
天
帝
の
御
座
所
で
あ
る
昆
倫
は
三
重
構
造
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
。

　
こ
の
他
、
『
爾
雅
隔
豊
丘
第
一
〇
に
は
「
三
成
を
毘
平
丘
と
日
う
」
と
あ
り
、
ま
た
水
経
堂
巻
一
河
水
一
に
も
、
長
命
に
関
す
る
記
載
が
あ

る
。

　
　
　
「
箆
岩
櫨
西
北
に
在
り
。
三
成
を
箆
裾
丘
と
為
す
。
箆
需
落
日
く
、
箆
寄
の
山
三
級
あ
り
、
下
を
焚
桐
と
黒
い
一
名
は
板
桐
、
工
を
玄
圃
と
難
い
～
名
は

　
　
閥
風
、
上
は
層
城
と
田
い
一
名
は
天
庭
、
選
れ
太
帝
の
居
を
謂
う
。
嵩
高
を
去
る
こ
と
五
万
里
、
地
の
中
な
り
。
」

　
渋
沢
尚
氏
は
、
食
養
か
ら
漢
代
の
史
料
に
み
ら
れ
る
「
亡
命
」
に
は
、
壇
・
台
と
山
と
い
う
二
つ
の
内
容
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
前
者
が

原
義
で
あ
っ
て
、
三
重
構
造
を
も
つ
人
工
的
な
神
々
の
祭
祀
壇
「
昆
命
」
の
神
話
的
表
現
が
、
い
わ
ゆ
る
聖
山
・
仙
境
「
昆
倫
山
」
で
あ
る
と

　
⑧

す
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
三
智
」
の
甘
泉
太
一
壇
は
、
昆
命
の
三
重
構
造
を
模
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
こ
と
に
飛
躍
は
あ
る
ま
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
っ

実
際
、
郊
祀
萱
野
十
五
章
に
は
「
神
の
游
は
、
天
門
を
過
り
、
車
は
千
乗
、
昆
命
に
敦
ま
る
」
と
い
う
歌
詞
が
み
え
、
こ
れ
は
神
々
が
「
昆

倫
」
た
る
太
一
壇
に
降
臨
す
る
様
、
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
前
述
の
水
嚢
注
の
、
昆
命
が
「
西
北
」
に
あ
る
と
い
う
見
解
、
及
び
郊
祀
歌
第
十
五
章
に
み
え
る
「
天
門
」
と
い
う
句
は
、
太
一
壇
に
関
す

る
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
。
『
漢
書
』
礼
楽
志
に
、
「
即
詰
に
至
り
て
郊
祀
の
礼
を
定
め
、
太
一
を
甘
泉
に
祠
る
に
、
下
位
に
就
く
な
り
」

と
あ
る
の
は
、
甘
泉
二
時
の
あ
る
甘
泉
宮
が
都
長
安
の
「
乾
」
、
す
な
わ
ち
西
北
に
位
置
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
西
北
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ょ
く

に
、
天
上
世
界
へ
逓
じ
る
「
天
門
」
が
あ
る
と
い
う
観
念
が
、
占
卜
「
式
」
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
。

　
式
は
文
献
史
料
中
に
も
し
ば
し
ば
登
場
し
、
実
物
の
出
土
例
は
八
例
あ
り
、
専
論
も
多
い
た
め
、
こ
こ
で
は
ご
く
簡
単
な
説
明
の
み
に
と
ど

　
　
　
⑤

め
て
お
く
。
式
は
方
形
の
「
地
盤
」
と
円
形
の
「
天
金
」
か
ら
な
り
、
地
盤
の
中
央
に
あ
る
円
形
の
へ
こ
み
に
天
華
を
嵌
め
、
天
盤
を
回
転
さ
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せ
て
占
い
を
行
う
。
盤
上
の
図
柄
や
文
字
に
は
多
少
の
違
い
は
あ
る
が
、
お
よ
そ
天
盤
の
中
央
に
は
北
斗
が
描
か
れ
、
そ
の
周
囲
に
同
心
円
的

に
十
干
十
二
支
、
二
十
八
宿
の
名
が
記
さ
れ
る
。
地
盤
に
は
北
斗
は
な
い
が
、
同
様
に
十
干
十
二
支
、
二
十
八
宿
の
名
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て

そ
れ
ら
の
配
置
か
ら
、
盤
上
の
方
角
も
わ
か
る
。

　
出
土
豊
中
三
点
の
地
盤
の
、
東
北
・
東
南
・
西
南
・
西
北
の
方
角
に
当
た
る
部
分
に
記
さ
れ
た
文
字
（
表
2
）
は
、
年
代
や
表
現
に
バ
ラ
つ

き
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
西
北
方
と
天
と
を
関
連
付
け
て
お
り
、
こ
れ
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
よ
う
な
文
字
の
見
当
た
ら
な
い
例
も
あ
る
も

の
の
、
式
の
様
式
の
～
つ
と
し
て
こ
の
よ
う
な
文
字
を
入
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
最
低
限
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
う
い
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

様
式
が
、
西
北
方
に
「
天
門
」
が
あ
る
と
い
う
観
念
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。

　
表
2
　
「
式
」
上
の
「
門
」
に
関
す
る
文
字
一
覧

東
北

東
南

酒
南

西
北

双
古
堆
汝
陰
侯
墓
漆
木
式

前
漢
初
期

鬼
月
戊

土
蛮
戊

人
日
己

天
廉
己

中
国
歴
史
博
物
館
蔵
銅
式

後
漢

己
鬼
門

戊
地
門

己
血
糊

戊
天
門

上
海
博
物
館
蔵
銅
式

六
朝
晩
期

東
北
鬼
門
艮

東
南
地
誌
巽

西
南
人
熱
坤

西
北
天
門
屋

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
甘
泉
誰
時
郊
肥
に
お
い
て
、

受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
◎

神
々
は
西
北
の
天
門
よ
り
出
で
て
、
太
一
壇
と
い
う
模
式
的
「
昆
命
」
に
降
り
、
饗
応
を

（㎜

T
　
泰
時
の
構
造
②
　
「
八
通
」
と
八
風
・
八
極

　
次
に
太
一
壇
の
構
造
を
示
す
も
う
一
つ
の
要
素
、
「
八
通
鬼
道
」
と
は
、

道
」
に
関
係
す
る
表
現
と
し
て
、
漢
末
の
儒
者
匡
衡
の
上
奏
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
た
ど

　
　
　
「
甘
泉
泰
時
、
紫
檀
八
触
に
し
て
、
宣
通
し
て
八
方
に
象
る
。
扁

何
を
示
す
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
あ
げ
た
記
述
以
外
の
、
「
八
通
鬼

（『

ｿ
書
』
郊
祀
志
）
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撃

幽不 北 方

都周 寒極 蒼土
門山 門山 門山

沙一 委積 荒和
所目 羽氷 土邸

海大 寒大 無大
沢夏 沢冥 通沢

肥台 成沸 隠薄
土州 土州 土州

閥西 開東
闘極 沃金 泉九 井鼻 中翼 申陽 少大 桑棘 明極
門山 野邸 沢区 土州 土州 出州 海渚 野林 門山

酒戎 沃次 農神
土州 土州 土州

丹渚 浩大 元具
沢資 沢夢 沢区

炎焦 反都 衆大
土僥 戸広 女窮

編 南 波

白駒 暑極 陽母
門山 門山 門山

『潅南子濃地形訓による九州・八殖・八紘・八極図図2

　
九
州
の
中
央
翼
州
を
中
心
と
し
て
八
演
、
八
紘
と
拡
が
る
世
界
の
へ
り
、
八
極
の
～

そ
れ
ぞ
れ
に
設
け
ら
れ
た
門
か
ら
吹
く
風
に
は
、
季
節
の
調
節
を
司
る
役
割
が
付
せ
ら
れ
、

の
、
い
わ
ゆ
る
「
八
風
」
の
概
念
と
考
え
て
よ
い
。
ま
た
地
形
訓
の
別
の
箇
所
で
は
、

明
庶
風
の
生
ず
る
所
な
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
八
風
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
名
詞
が
結
び
付
け
ら
れ
て
お
り
、

　
こ
こ
に
み
え
る
「
触
」
と
は
「
角
」
の
意
味
を
持
つ
の
で
、

壇
は
八
角
形
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
『
漢
書
』
礼
楽

志
に
「
正
月
上
辛
を
以
て
事
を
甘
泉
圓
丘
に
用
う
」
と
あ
る

こ
と
や
、
揚
雄
甘
泉
賦
に
「
崇
崇
た
る
圓
丘
」
と
表
現
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
や
は
り
円
形
な
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　
円
か
角
か
の
議
論
は
お
い
て
、
「
八
」
に
つ
い
て
考
え
た

い
。
匡
衡
の
上
奏
中
に
「
八
方
」
の
語
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、

「
八
」
は
八
方
の
表
現
と
推
測
で
き
る
。
そ
こ
で
改
め
て
、

前
述
の
公
孫
卿
の
上
奏
中
の
、
「
明
廷
な
る
老
は
甘
泉
な
り
、

い
わ
ゆ
る
寒
門
は
谷
口
な
り
」
と
い
う
言
葉
を
振
り
返
っ
て

み
る
と
、
太
一
壇
の
あ
る
甘
泉
と
「
寒
門
」
谷
口
の
対
置
か

ら
、
八
方
の
具
体
像
を
、
『
潅
南
子
』
地
形
翻
の
九
州
を
中

心
と
し
て
八
極
に
至
る
世
界
像
に
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
図
2
）
。

　
　
つ
北
極
の
部
分
に
寒
門
の
名
が
み
え
る
。
そ
し
て
八
極

　
　
　
　
そ
の
個
々
の
風
の
名
称
は
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の

　
　
「
諸
稽
、
摂
提
は
、
條
風
の
生
ず
る
所
な
り
。
通
視
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
誘
は
こ
れ
ら
を
天
神
の
名
と
し
て
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い
る
。
こ
の
解
釈
が
前
漢
初
・
中
期
に
も
適
用
で
き
る
と
す
れ
ば
、
「
八
通
鬼
道
」
と
は
、
八
極
の
門
を
介
す
る
鬼
神
の
通
交
を
イ
メ
ー
ジ
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
八
風
や
風
神
の
概
念
は
、
古
く
は
甲
骨
文
に
も
登
場
し
、
『
准
南
子
』
天
文
訓
、
『
史
記
隔
巻
二
五
群
書
、
『
呂
氏
春
秋
』
、
『
黄
帝
内
冠
無
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ど
戦
国
秦
漢
期
の
史
料
で
は
、
そ
の
個
々
の
名
称
と
役
割
が
各
種
各
様
と
な
っ
て
い
る
。
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
八
風
に
つ
い
て
そ
の
個
性
や
系
譜

を
明
ら
か
に
す
る
の
は
困
難
で
あ
り
、
ま
た
こ
こ
で
は
あ
ま
り
意
味
を
持
た
な
い
。
と
い
う
の
は
、
八
風
を
世
界
の
構
成
要
素
と
す
る
世
界
観

が
、
そ
れ
ら
の
基
盤
と
し
て
確
か
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
『
灘
南
子
』
天
文
訓
で
は
、
八
風
は
冬
至
を
起
点

と
す
る
四
十
五
日
ご
と
の
風
の
変
化
に
対
応
し
て
行
う
べ
き
こ
と
を
定
め
る
月
令
の
よ
う
な
働
き
を
持
ち
、
『
史
記
』
言
書
で
は
、
十
二
月
や

十
二
支
、
二
十
八
宿
、
音
律
と
結
び
付
い
て
気
と
万
物
の
消
長
を
司
る
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
差
異
は
、
全
て
八
風
に
よ
っ

て
世
界
を
空
間
的
時
間
的
に
把
握
す
る
た
め
の
方
法
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
、
世
界
の
認
識
方
法
と
し
て
八
風
が
広
汎
に
用
い
ら
れ

て
い
た
こ
と
の
裏
返
し
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
風
雨
や
季
節
の
循
環
を
司
る
こ
と
で
実
り
の
吉
凶
や
災
害
、
ひ
い
て
は
人
民
の
生
活
や
社
会
の
安
定
に
影
響
を
持
つ
八
風
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

発
生
す
る
と
こ
ろ
の
八
方
を
具
象
化
し
た
壇
に
お
い
て
、
皇
帝
は
祭
祀
を
行
う
。
そ
の
意
味
は
、
例
え
ば
郊
祀
信
管
七
章
申
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
い
わ
い
お
お

　
　
　
「
惟
れ
泰
元
は
尊
し
、
神
に
燈
す
れ
ば
楚
着
し
。
天
地
を
経
緯
し
、
四
時
を
作
成
す
。
日
月
を
精
直
し
、
星
辰
は
度
尽
す
。
陰
陽
五
行
、
周
り
て
復
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
　
始
む
。
雲
風
雷
電
、
甘
露
の
雨
を
降
す
。
百
姓
蕃
滋
し
、
成
な
厭
の
緒
に
蔽
う
。
…
」

　
つ
ま
り
、
天
帝
・
太
虚
と
表
現
さ
れ
る
至
上
神
の
居
所
「
昆
命
」
と
し
て
、
天
上
世
界
を
表
象
す
る
三
層
構
造
と
、
地
上
世
界
全
体
の
拡
が

り
を
表
す
八
方
と
か
ら
成
る
「
世
界
」
の
頂
点
に
お
り
、
五
行
の
五
帝
を
従
え
統
括
す
る
太
一
神
に
、
世
界
を
構
成
す
る
天
地
・
四
時
等
の
安

定
し
た
循
環
運
動
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
を
祈
願
し
、
百
姓
に
安
寧
を
も
た
ら
す
の
が
、
甘
泉
泰
時
郊
祀
の
目
的
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
甘
泉
太
一
壇
は
「
世
界
」
の
模
式
で
あ
り
、
そ
の
創
設
は
従
来
の
祀
場
形
態
に
一
大
変
革
を
も
た
ら
し
た
。
す
な
わ
ち
、
后
土
壇
以
前
の
五

行
の
「
五
」
を
基
本
原
理
と
す
る
祀
場
形
態
か
ら
、
中
央
に
「
亡
命
」
と
い
う
五
行
と
は
異
な
る
世
界
観
を
取
り
入
れ
た
至
上
神
格
の
壇
を
設
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け
、
五
行
の
五
帝
が
そ
れ
を
取
巻
き
、
そ
の
些
事
に
八
極
や
八
風
を
配
す
る
こ
と
で
、
様
々
な
世
界
観
を
包
摂
す
る
、
と
い
う
形
態
へ
の
転
換

で
あ
る
。
こ
の
変
革
の
動
機
は
、
第
一
に
太
一
と
い
う
神
の
性
格
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
だ
が
、
た
だ
甘
泉
二
時
が
太
一
壇
を
中
心
と
し
な
が
ら

も
、
太
一
の
み
を
祀
る
の
で
は
な
く
、
五
帝
の
壇
を
配
置
し
群
神
の
座
を
設
け
、
日
月
の
祭
祀
を
も
行
う
、
神
々
の
総
合
的
祀
場
で
あ
っ
た
こ

⑪と
も
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
多
彩
な
神
々
を
、
「
五
」
と
い
う
原
理
の
み
で
統
括
す
る
こ
と
は
で
き
な
く

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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（
四
）
　
「
上
帝
」
太

　
太
｝
は
『
史
記
』
や
『
漢
書
』
で
は
主
に
祭
祀
の
対
象
と
し
て
出
て
く
る
が
、
戦
国
や
前
漢
の
諸
史
料
で
は
占
い
の
流
派
の
名
称
で
あ
っ
た

り
、
ま
た
は
「
道
」
に
通
じ
る
抽
象
的
な
哲
学
概
念
と
し
て
描
か
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
古
く
は
津
田
左
右
省
が
網
羅
的
な

研
究
を
行
い
、
太
一
と
は
、
宇
宙
の
根
本
原
理
、
あ
る
い
は
原
初
の
混
沌
と
し
て
「
道
」
と
同
義
の
、
実
体
の
な
い
形
而
上
学
的
観
念
で
あ
り
、

道
家
か
ら
出
て
儒
家
に
も
礼
の
根
本
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
、
武
帝
代
の
祭
祀
に
お
い
て
天
・
上
帝
と
同
一
視
さ
れ
る
と
同
時
に
天
空
に
あ
っ

て
は
紫
微
宮
に
比
定
さ
れ
、
こ
こ
に
到
っ
て
「
太
一
」
と
い
う
形
而
上
学
的
観
念
は
神
と
な
り
宗
教
的
性
質
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
の

　
　
　
　
　
⑫

見
解
を
示
し
た
。

　
津
田
以
後
久
し
く
太
一
が
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
近
年
に
な
っ
て
太
一
に
関
係
す
る
出
土
資
料
の
発
見
が
相
次
ぎ
、
そ
れ
ら
に

従
来
の
文
献
史
料
を
組
み
合
わ
せ
た
議
論
が
に
わ
か
に
活
況
を
呈
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
九
七
七
年
翌
翌
双
古
堆
汝
陰
侯
墓
（
前
漢
文
帝
期
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
て
出
土
し
た
太
一
九
宮
占
盤
の
構
造
は
、
『
黄
帝
内
経
商
枢
経
』
九
宮
八
風
篇
の
内
容
と
一
致
し
、
ま
た
一
九
六
〇
年
湖
北
省
平
門
戦
国
墓

出
土
の
「
兵
避
太
歳
」
父
に
描
か
れ
た
神
像
は
太
一
で
あ
り
、
こ
の
曳
を
『
史
記
』
封
禅
書
に
あ
る
郊
祀
と
は
異
な
る
太
一
へ
の
祭
紀
に
用
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ら
れ
た
「
太
一
鋒
」
だ
と
す
る
説
が
あ
り
、
ま
た
馬
王
堆
出
土
吊
画
「
神
祇
図
」
に
関
し
て
、
封
禅
書
所
載
の
傘
下
太
一
壇
に
祀
ら
れ
た
「
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

一
」
の
絵
画
表
現
と
い
わ
れ
て
い
る
他
、
『
卜
辞
』
の
「
東
皇
太
一
」
や
前
記
の
「
兵
避
太
歳
」
父
と
の
関
係
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
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概
し
て
こ
れ
ら
は
、
戦
国
か
ら
累
代
に
お
い
て
太
一
が
、
主
と
し
て
楚
地
方
に
お
け
る
民
間
信
仰
の
中
に
あ
っ
て
、
厄
除
け
や
軍
事
的
勝
利

を
も
た
ら
す
な
ど
の
効
能
を
も
っ
た
具
体
的
な
「
神
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
、
同
時
期
の
文
献
に
み
ら
れ
る
哲
学
概
念
と
は
異
質
の
姿
を
も

っ
て
い
た
こ
と
を
証
明
し
た
と
い
え
、
ま
た
こ
れ
ら
を
論
拠
と
し
て
、
武
帝
の
太
一
神
信
仰
の
由
来
を
民
間
信
仰
に
求
め
る
議
論
も
近
年
起
こ

　
　
　
⑯

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
哲
学
概
念
と
土
俗
的
神
の
二
つ
の
姿
を
結
び
付
け
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
最
近
注
目
を
集
め
て
い
る
の
が
、
湖

北
省
荊
門
郭
店
楚
墓
出
土
の
竹
簡
「
太
一
生
水
」
篇
で
あ
る
。

　
∪
○
岳
乱
国
p
弓
費
氏
に
よ
れ
ば
、
「
太
一
生
水
」
篇
は
一
種
の
創
世
神
話
で
あ
っ
て
、
『
老
子
』
や
『
易
』
の
哲
学
的
宇
宙
生
成
論
と
は
趣
を

異
に
し
、
こ
こ
で
の
「
神
」
太
一
は
む
し
ろ
道
教
の
関
連
史
料
中
に
み
ら
れ
る
、
神
格
化
さ
れ
た
老
子
や
道
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
る
と
い
う
。

そ
し
て
氏
は
、
民
間
信
仰
の
太
一
と
生
成
論
的
思
索
の
太
一
と
を
直
接
結
ぶ
証
拠
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
「
太
一
生
水
」
篇
は
、
戦
国
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

に
お
け
る
宗
教
と
思
想
の
相
互
影
響
の
存
在
を
証
明
す
る
、
と
い
う
評
価
を
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
伝
世
文
献
と
出
土
資
料
を
駆
使
し
て
戦
国
か
ら
漢
代
に
お
け
る
「
太
一
」
の
展
開
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
簡
単
で
は
な

購
・
し
か
し
こ
こ
で
論
ず
べ
き
は
・
暴
的
な
占
い
や
医
療
厄
除
け
か
ら
・
先
に
明
ら
か
に
し
た
天
下
太
平
の
た
め
に
円
滑
な
時
間
の
循
環

を
保
証
す
る
と
い
う
政
治
理
念
に
ま
で
顔
を
出
す
「
太
一
」
が
、
皇
帝
の
郊
祀
の
対
象
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
漢

代
社
会
の
中
で
、
儒
家
や
道
家
、
方
術
と
い
っ
た
垣
根
が
設
け
ら
れ
る
以
前
の
精
神
世
界
に
お
い
て
普
遍
性
を
持
つ
「
太
～
」
を
、
首
脳
が
至

尊
の
「
上
帝
」
の
地
位
に
据
え
た
、
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
で
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
太
一
の
「
上
帝
」
化
の
事
実
を
史
料
か
ら
確
認
す
る
上

で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
が
、
津
田
左
右
吉
が
指
摘
し
た
太
一
と
紫
石
器
と
の
関
係
で
あ
る
。

　
『
史
記
』
天
宮
書
は
、
「
中
宮
、
天
極
星
、
其
の
一
の
明
か
な
る
者
は
、
太
一
の
常
居
な
り
」
と
し
、
こ
れ
を
中
心
と
す
る
星
群
を
「
紫
富
」

と
呼
ぶ
。
ま
た
『
准
南
子
』
天
文
訓
が
「
太
微
は
太
～
の
庭
な
り
。
野
宮
は
太
一
の
居
な
り
」
と
す
る
よ
う
に
、
太
｝
が
紫
微
宮
と
直
接
結
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

付
く
の
は
、
前
漢
の
天
文
史
料
が
初
見
で
あ
る
。
そ
こ
で
両
者
の
関
係
を
考
え
る
上
で
、
再
び
甘
泉
太
一
壇
が
素
材
と
な
っ
て
く
る
。

　
『
漢
書
』
武
帝
紀
所
載
の
元
鼎
五
（
前
＝
二
）
年
十
一
月
の
詔
に
「
太
一
を
望
見
し
、
天
文
禮
を
修
む
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
壇
の
創
設
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に
あ
た
っ
て
天
文
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
ま
ず
わ
か
る
。
ま
た
、
壇
に
祀
ら
れ
た
他
の
神
々
の
う
ち
、
「
群
鳥
従
者
」
は
具
体
名
が
な
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

め
わ
か
ら
な
い
が
、
北
斗
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
五
帝
も
ま
た
天
文
と
し
て
の
姿
を
持
つ
。
他
に
も
壇
と
紫
信
号
と
の
関
係
を
示
す
史
料
が
あ

る
。

　
　
　
「
太
一
の
祝
宰
は
則
ち
紫
及
び
繍
を
衣
、
五
帝
は
各
の
其
の
色
の
如
く
し
、
日
は
赤
、
月
は
白
と
す
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
史
記
鵬
封
禅
書
）

　
　
　
　
　
　
　
　
た
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
さ

　
　
　
「
天
地
並
び
に
丸
い
、
惟
れ
予
は
慕
う
こ
と
有
り
。
袋
に
紫
壇
を
煕
め
、
蕨
の
路
を
思
申
す
。
恭
ん
で
榎
祀
を
承
け
、
縄
焦
し
て
紛
を
為
す
。
齢
繍
周
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
の
し

　
　
張
り
、
神
の
至
尊
を
承
く
。
面
争
羅
び
舞
い
て
八
雲
を
成
し
、
好
み
を
合
し
歓
び
を
験
し
て
泰
一
を
警
ま
し
む
。
…
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
漢
書
』
礼
楽
志
郊
祀
歌
第
八
章
）

　
　
　
「
衡
言
え
ら
く
、
甘
泉
泰
時
、
…
（
中
略
）
…
紫
壇
に
文
章
采
熱
型
献
の
飾
有
り
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
漢
書
駈
郊
祀
志
）

　
　
　
「
三
又
紫
殿
を
起
こ
し
、
離
婁
刻
銀
欄
献
、
玉
を
以
て
之
れ
を
簸
る
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
錨
星
街
・
荘
蓬
吉
夢
校
『
古
本
三
輔
黄
図
』
）

　
『
三
輔
黄
平
』
の
み
「
器
量
」
と
い
う
呼
称
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
装
飾
の
様
子
が
郊
祀
志
と
礼
楽
志
の
「
紫
壇
」
の
そ
れ
と
同
じ
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
は
同
一
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
史
料
は
、
紫
宮
を
天
文
上
の
太
～
の
居
と
す
る
天
宮
書
の
説
を
補
強
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
説
が
武
帝
の
甘
泉
太
一
壇
に
お
い
て
具

体
化
さ
れ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
に
十
分
で
あ
ろ
う
。

　
尊
命
の
…
機
能
に
つ
い
て
、
『
潅
南
子
臨
天
文
訓
に
は
「
紫
星
斗
を
執
り
て
左
旋
す
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
ま
た
「
帝
四
維
を
張
り
、
之
を
運
ら

す
に
斗
を
以
て
す
」
と
も
謡
い
換
え
ら
れ
、
『
史
記
』
天
童
書
で
は
「
斗
は
帝
車
た
り
。
中
央
に
運
り
、
臨
み
て
四
郷
を
政
め
、
陰
陽
を
分
か

ち
、
四
時
を
建
て
、
五
行
を
均
し
く
し
、
節
度
を
移
し
、
諸
富
を
定
む
る
に
、
皆
斗
に
繋
ぐ
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
天
空
に
あ
っ
て

不
動
の
北
極
星
を
中
心
と
す
る
紫
鷲
宮
に
い
ま
す
上
帝
が
、
北
斗
を
用
い
て
時
間
及
び
宇
宙
の
循
環
運
動
を
支
配
す
る
、
と
い
う
観
念
が
う
か

が
え
る
。
こ
の
機
能
は
、
先
に
挙
げ
た
郊
祀
歌
聖
七
章
が
、
天
地
・
四
時
・
日
月
星
辰
・
陰
陽
五
行
の
循
環
運
動
の
支
配
者
と
し
て
歌
い
上
げ

る
太
一
の
様
相
と
全
く
合
致
す
る
。
こ
の
共
通
性
が
、
太
一
と
王
宮
と
上
帝
と
を
同
一
視
す
る
動
機
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
世
界
」
を
か
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た
ど
っ
た
壇
上
で
祀
ら
れ
る
太
～
の
像
は
、
紫
王
宮
の
上
帝
と
同
一
化
し
た
、
宇
宙
の
主
宰
者
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
太
初
元
（
前
一
〇
四
）
年
泰
山
下
の
聖
堂
で
の
「
上
帝
」
の
祀
り
が
実
質
太
一
の
祀
り
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
太
一
が
完
全
に
雍
五
時
の
五
帝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
取
っ
て
代
わ
っ
た
証
拠
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
翌
翌
六
（
前
＝
一
）
年
卜
祀
へ
の
舞
楽
の
導
入
を
検
討
し
た
際
、
「
天
地
」
と
「
太
一
后
土
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

が
対
応
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
ま
た
太
一
が
「
天
」
と
も
互
換
性
を
持
ち
得
る
こ
と
を
示
す
。
「
上
帝
判
天
“
太
一
」
と
い
う

観
念
は
、
こ
れ
以
降
定
着
し
て
い
く
。
逆
に
、
地
位
を
奪
わ
れ
た
雍
五
時
は
、
秦
以
来
続
く
歴
史
の
ゆ
え
に
尊
ば
れ
る
の
み
と
な
り
、
前
漢
末

に
郊
祀
か
ら
そ
の
姿
を
消
す
こ
と
に
な
る
。

　
夕
嵐
は
宇
宙
の
主
宰
者
「
太
こ
に
対
し
、
宇
宙
の
安
定
し
た
循
環
を
祈
願
す
る
た
め
に
郊
薦
を
行
っ
た
。
そ
こ
に
同
時
に
、
自
ら
の
不
老

長
生
獲
得
の
願
い
を
も
交
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
否
定
し
得
な
い
。
だ
が
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
後
者
を
も
っ
て
前
者
を
覆
い
尽

く
す
こ
と
は
妥
当
で
な
い
だ
け
で
な
く
、
両
者
は
矛
盾
な
く
共
生
す
る
可
能
性
も
生
じ
る
。
な
ぜ
な
ら
『
准
南
子
』
本
経
訓
に
、
「
太
一
を
体

す
る
者
は
天
地
の
情
に
明
る
く
、
道
徳
の
倫
に
通
じ
、
聡
明
は
日
月
を
耀
か
せ
、
精
神
は
万
物
に
通
じ
、
動
静
は
陰
陽
を
調
え
、
喜
怒
は
四
時

を
和
し
、
徳
沢
方
外
に
施
し
、
名
声
後
世
に
伝
う
」
と
い
う
よ
う
に
、
太
一
と
の
交
会
・
一
体
化
は
為
政
者
と
し
て
最
上
の
あ
り
方
で
あ
る
と

同
時
に
、
そ
の
永
遠
な
る
循
環
運
動
と
の
合
致
に
よ
る
不
老
長
生
を
も
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
武
帝
は
こ
う
し
て
、
皇
帝
の
義
務
と
個
人
の

願
望
と
を
一
致
さ
せ
る
術
を
太
一
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
甘
泉
泰
時
と
「
太
一
」
が
、
武
帝
の
み
な
ら
ず
当
時
の
漢
王
朝
体
制
に
対
し
て
有
し
て
い
た
意
義
に
つ
い
て
、
付
言
し
て
お
き
た

い
。
文
帝
の
潤
下
五
帝
廟
設
置
が
、
改
暦
服
色
な
ど
礼
制
に
お
け
る
改
革
と
軌
を
一
に
し
て
、
秦
の
上
帝
祠
か
ら
漢
の
上
帝
胴
へ
の
更
々
を
目

的
の
｝
つ
に
し
て
い
た
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
。
武
帝
の
甘
泉
等
時
創
設
も
ま
た
、
後
の
封
禅
や
太
初
改
暦
に
連
な
る
事
業
で
あ
り
、
文
帝
代

に
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
、
秦
か
ら
漢
へ
の
礼
制
更
新
を
完
遂
す
る
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
み
た
時
、
草
陰
后
土
設
置
直
後

に
甘
泉
泰
時
が
創
設
さ
れ
た
動
機
は
、
秦
に
は
な
か
っ
た
「
地
」
祭
を
新
設
し
た
こ
と
で
、
対
す
る
「
天
（
1
1
上
帝
ご
祭
の
更
新
が
触
発
さ
れ

た
た
め
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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①
鯛
史
記
臨
封
禅
書
に
、
門
毫
人
謬
忌
、
奏
調
太
一
方
田
、
天
神
尋
者
太
一
、
太

　
皿
佐
日
五
帝
。
古
者
天
子
以
春
秋
祭
太
一
東
南
郊
、
用
太
牢
七
日
、
為
壇
開
八
通

　
之
鬼
道
。
於
是
天
子
令
太
祝
立
其
綱
長
安
東
南
郊
、
常
奉
祠
如
忌
寸
。
其
後
人
有

　
上
書
言
、
古
語
天
子
、
…
二
年
萱
用
太
皇
嗣
神
三
一
、
天
一
二
一
太
一
。
天
子
許
之
、

　
令
太
祝
領
、
祠
之
県
立
太
一
壇
上
、
如
其
方
。
後
入
復
有
上
書
言
、
亡
者
天
子
、

　
常
以
春
解
祠
。
祠
黄
帝
用
一
棄
破
鏡
、
冥
某
国
羊
、
祠
馬
行
用
一
青
牡
馬
、
太
一

　
沢
山
門
地
長
屠
牛
、
武
夷
窃
用
乾
魚
、
陰
陽
使
者
以
～
牛
。
令
嗣
官
領
之
如
其
方
、

　
而
祠
於
忌
太
｝
壇
肇
」
と
あ
る
。
な
お
「
解
祠
」
に
つ
い
て
は
、
魍
史
記
索
隠
』

　
の
「
謂
祠
祭
以
番
卒
餐
、
求
福
祥
也
扁
と
い
う
注
釈
に
従
い
、
厄
払
い
と
解
し
た
。

②
『
史
記
繍
封
禅
書
に
、
「
斉
人
公
孫
卿
日
、
今
年
得
宝
鼎
、
其
冬
辛
巳
朔
旦
冬

　
至
、
与
黄
帝
聴
等
。
卿
張
札
書
B
、
黄
帝
遠
山
鼎
宛
胸
、
問
於
鬼
爽
区
。
鬼
輿
区

　
対
日
、
黄
帝
抽
櫛
鼎
偉
容
、
是
歳
己
酉
朔
旦
冬
至
、
得
天
之
紀
、
終
而
復
始
。
於

　
是
黄
帝
迎
日
揮
策
、
後
率
二
十
歳
、
復
朔
旦
冬
至
、
凡
二
十
推
三
百
八
十
年
、
黄

　
帝
倦
登
子
天
。
卿
因
所
論
欲
奏
之
、
所
忠
視
其
書
例
経
、
疑
其
罫
書
、
紺
日
、
宝

　
鼎
事
論
決
実
、
尚
何
以
為
。
卿
因
嬰
入
奏
之
。
上
大
説
、
情
婦
巌
冬
、
対
ヨ
、
受

　
此
書
申
公
、
申
公
已
死
。
上
県
、
申
公
何
刀
心
。
卿
日
、
申
公
斉
人
、
与
安
期
生

　
通
、
受
黄
帝
言
、
無
書
、
独
有
此
鼎
駐
日
、
漢
興
復
当
黄
帝
之
時
、
日
、
漢
之
聖

　
者
、
在
高
祖
之
細
事
曾
孫
也
。
宝
窯
出
、
而
与
神
通
封
禅
。
封
禅
七
十
一
一
王
、
唯

　
黄
帝
得
上
泰
山
封
。
申
国
難
、
漢
主
亦
当
上
封
、
上
封
則
能
倦
登
天
突
。
黄
帝
時

　
万
諸
侯
、
葡
神
霊
之
封
居
七
千
。
天
下
名
山
八
、
而
三
塁
蛮
夷
、
五
二
中
国
。
中

　
国
華
山
、
首
固
、
太
室
、
泰
山
、
東
莱
。
此
五
山
、
黄
帝
之
所
楽
園
与
神
会
。
黄

　
帝
且
戦
且
学
偲
、
患
百
姓
非
其
道
者
、
乃
断
斬
非
鬼
神
者
、
百
織
工
、
然
後
得
与

　
神
通
。
黄
帝
郊
雍
上
帝
、
宿
三
月
。
鬼
爽
区
号
大
鴻
、
死
葬
雍
、
故
鴻
家
是
也
。

　
其
後
黄
帝
接
写
霊
界
廷
。
明
廷
者
甘
泉
也
、
所
謂
寒
寒
者
谷
口
也
。
…
」
と
あ
る
。

③
孫
星
街
・
荘
蓬
吉
輯
校
『
古
本
三
輔
黄
雲
』
に
、
「
甘
泉
宮
、
一
日
雲
陽
宮
、

　
始
皇
二
十
七
年
作
甘
泉
宮
及
前
殿
、
築
酌
道
、
自
成
山
橘
之
」
と
あ
り
、
ま
た

　
『
史
記
睡
封
禅
脊
に
、
「
又
作
甘
泉
宮
、
中
心
台
室
、
画
天
地
太
一
諸
鬼
神
、
而

　
置
祭
具
、
以
西
天
神
」
と
あ
る
。

④
「
毘
命
と
祭
祀
壇
1
『
二
叉
』
と
の
関
係
に
お
い
て
一
」
（
「
学
林
」
二
六
、

　
一
九
九
七
年
）
。

⑤
二
叉
烈
「
式
盤
綜
述
」
（
「
考
古
学
報
」
一
九
八
五
年
第
四
期
）
は
、
漢
か
ら
元

　
に
到
る
問
の
式
の
歴
史
や
出
土
実
例
の
紹
介
、
式
占
の
方
法
に
つ
い
て
の
論
説
で

　
あ
る
。
ま
た
李
零
『
中
国
方
術
考
匝
（
東
方
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
は
、
式

　
に
関
す
る
極
め
て
詳
細
か
つ
広
汎
な
研
究
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

⑥
『
漢
書
』
礼
楽
志
郊
祀
歌
第
十
一
章
に
、
「
天
門
開
、
訣
蕩
蕩
、
獅
噛
駝
、
以

　
臨
饗
。
光
夜
燭
、
徳
信
著
、
雷
門
鴻
、
長
生
豫
。
大
朱
徐
広
、
蝋
石
為
堂
、
飾
玉

　
梢
以
舞
歌
、
体
招
捲
若
永
望
。
星
留
耳
塞
弧
光
、
照
紫
幌
珠
煩
黄
。
…
」
と
あ
る
。

　
こ
の
他
に
、
郊
細
浦
第
一
章
も
ま
た
神
々
の
来
降
と
そ
の
饗
応
の
模
様
を
歌
っ
て

　
い
る
。
『
楚
辞
睡
に
お
い
て
は
天
門
は
し
ば
し
ば
門
闘
閨
」
と
表
現
さ
れ
、
郊
祀

　
歌
第
十
章
に
も
同
様
の
表
現
が
出
て
く
る
他
、
武
帝
の
造
営
し
た
藤
香
宮
の
正
門

　
の
名
を
「
閣
一
門
〕
と
い
っ
た
こ
と
（
競
馬
輔
黄
図
』
）
な
ど
は
、
「
間
塞
1
1
天
門
」

　
説
を
裏
付
け
て
い
る
。
し
か
し
図
2
に
あ
げ
た
禰
溌
爾
子
輪
地
形
訓
の
世
界
像
で

　
は
闘
閨
門
は
西
田
に
あ
り
、
八
風
説
で
も
閣
句
風
は
真
西
に
当
て
ら
れ
て
お
り
、

　
こ
れ
ら
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
、
後
の
諸
王
朝
で
都
の
孫
譲
を
門
闊
閾
門
」

　
と
称
し
た
こ
と
な
ど
は
、
「
閾
閾
一
1
天
門
」
の
西
方
説
を
物
語
る
。
こ
の
西
と
西

　
北
の
ズ
レ
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
明
確
な
答
え
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、

　
こ
こ
に
挙
げ
た
『
楚
辞
隔
や
欄
澹
南
子
』
等
の
文
献
史
料
や
「
式
」
の
そ
れ
ぞ
れ

　
が
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
、
世
界
観
や
そ
の
表
現
法
が
、
例
え
ば
地
域
差
な
ど
に
よ

　
っ
て
微
妙
に
異
な
っ
て
い
た
、
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
武
帝
代
祭
祀
の
基
底
に
あ
る
世
界
観
は
　
様
で
は
な
く
、
様
々
な
観
念
が
、
整
理

　
統
合
さ
れ
な
い
ま
ま
に
重
層
し
混
在
し
て
い
た
、
と
考
え
て
お
き
た
い
。

⑦
白
川
静
『
甲
骨
文
の
世
界
鰍
（
平
凡
社
東
洋
文
華
δ
四
、
一
九
七
二
年
）
。

⑧
山
田
慶
児
「
九
宮
八
風
説
と
少
師
派
の
立
場
」
（
門
東
方
学
報
京
都
」
五
二
、
一

　
九
八
○
年
）
に
は
、
こ
れ
ら
の
史
料
中
の
八
風
や
八
風
占
に
つ
い
て
の
考
証
が
あ
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る
。

⑨
郊
罵
歌
第
八
章
に
、
「
千
童
羅
舞
成
八
溢
、
合
好
効
重
畳
泰
こ
と
あ
り
、
こ

　
の
「
八
丁
扁
は
門
八
愴
」
と
同
義
で
あ
る
。
隅
春
秋
公
羊
伝
幽
隠
公
五
年
九
月
に

　
「
天
子
八
倫
」
と
あ
り
、
何
休
注
は
、
「
倫
者
早
薬
。
八
人
為
列
、
八
八
六
十
四

　
人
、
法
八
風
」
と
し
て
お
り
、
天
子
の
み
が
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
「
八
倫
の

　
舞
」
が
八
風
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

⑩
原
字
は
「
媚
偏
。
し
か
し
呉
仁
傑
『
両
漢
刊
誤
補
遺
無
巻
四
に
、
「
西
元
者
泰
～

　
也
。
泰
一
与
天
地
並
而
非
天
也
。
志
載
天
子
祠
三
｝
、
天
一
地
～
泰
　
。
又
載
賛

　
饗
日
、
天
増
授
皇
帝
泰
元
神
箕
、
皇
帝
敬
拝
泰
～
。
又
為
泰
一
鑓
旗
、
命
濁
霊
旗
。

　
故
此
章
顛
末
有
泰
元
勲
霊
薬
之
文
、
然
則
媚
薬
字
当
作
蝦
、
而
川
里
煙
為
義
、
可

　
也
」
と
あ
る
の
に
従
っ
た
。

⑪
　
　
『
史
記
暁
封
禅
書
に
、
「
太
一
其
所
用
、
如
雍
一
階
物
、
而
加
醜
蓬
肺
之
属
、

　
殺
一
狸
牛
以
為
綴
豆
牢
具
。
而
五
帝
独
有
組
豆
醗
進
。
其
下
四
方
地
為
畷
、
食
群

　
神
従
者
及
北
斗
云
。
…
（
中
略
）
…
十
一
月
辛
巳
朔
旦
冬
至
昧
爽
、
天
子
始
郊
拝

　
太
皿
、
朝
朝
日
、
夕
夕
月
則
揖
。
而
見
太
一
蝉
茸
郊
礼
。
…
（
中
略
）
…
令
太
祝

　
領
、
秋
斑
濃
間
嗣
、
三
歳
天
子
一
瓢
見
」
と
あ
る
。

⑫
「
太
一
に
つ
い
て
」
（
『
白
鳥
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
雌
竹
岩
波
書
店
、
一
九

　
二
四
年
）
。

⑬
厳
敦
烈
「
関
子
西
漢
初
期
的
蛍
狩
与
占
盤
」
（
「
考
古
」
、
　
九
七
八
年
第
五
期
）
、

　
及
び
股
源
非
「
函
漢
汝
陰
侯
這
出
土
的
外
藩
与
天
文
什
器
」
（
門
考
古
」
、
【
九
七

　
八
年
第
五
期
）
。
ま
た
山
田
氏
注
⑧
前
掲
論
文
参
照
。

⑭
李
零
門
湖
北
門
門
“
兵
避
太
歳
”
父
」
（
「
文
物
天
地
」
、
一
九
九
二
年
第
三
期
）

　
参
照
。
な
お
、
こ
れ
に
対
し
李
家
豊
門
再
論
“
兵
避
太
歳
”
父
」
（
「
考
古
与
文

　
物
」
、
一
九
九
六
年
第
四
期
）
は
慎
重
な
見
方
を
し
て
い
る
。

⑮
鏡
宗
願
「
図
詩
与
国
賦
一
馬
王
堆
新
出
《
太
～
出
行
図
》
私
見
1
」
（
遡
湖

　
南
省
博
物
館
四
十
周
年
記
念
論
文
集
隔
湖
南
省
博
物
館
、
｝
九
九
六
年
）
、
及
び

　
李
零
「
〈
一
三
〉
考
」
（
『
本
世
紀
出
土
思
想
文
献
与
中
国
古
典
哲
学
研
究
論
文
集
睡

　
輔
仁
大
学
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
。

⑯
U
。
二
選
国
四
愚
曾
「
郭
店
楚
簡
『
太
～
生
水
幽
に
お
け
る
太
一
の
性
格
－
抽

　
象
的
な
宇
宙
の
理
法
な
の
か
、
宇
宙
の
至
上
神
な
の
か
一
」
、
及
び
石
規
三
佐

　
男
贋
太
一
信
仰
の
考
古
学
的
検
討
か
ら
見
た
『
温
容
』
の
尊
名
問
題
」
（
い
ず
れ

　
も
『
楚
地
出
土
資
料
と
中
国
古
代
文
化
』
黒
髪
書
院
、
二
〇
〇
二
年
所
収
）
に
こ

　
の
問
題
へ
の
言
及
が
あ
り
、
両
氏
の
議
論
は
、
晶
群
．
．
〉
鵠
〉
「
畠
器
。
δ
σ
Q
8
巴

　
ω
ε
曾
。
｛
8
鉱
覧
（
9
餌
巳
○
昌
Φ
）
芝
。
話
匡
覧
、
肉
ミ
督
§
§
ミ
Q
ぎ
ミ
め

　
（
一
〇
り
α
－
り
O
）
を
土
台
と
し
て
い
る
。

⑰
田
琶
2
氏
注
⑯
前
掲
論
文
。

⑱
石
川
氏
注
⑯
前
掲
論
文
で
は
、
出
土
・
文
献
史
料
双
方
を
総
合
し
た
太
一
の
農

　
開
が
年
表
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

⑲
『
麿
開
元
占
経
瓢
巻
六
七
㎎
石
氏
中
立
匝
に
太
一
星
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る

　
が
、
そ
の
位
置
は
「
紫
宮
門
外
」
と
さ
れ
て
い
る
。

⑳
　
　
『
濫
南
子
瞼
天
文
訓
に
、
「
何
謂
五
星
。
東
方
、
墨
汁
、
其
帝
太
曝
、
其
佐
旬

　
芒
、
執
規
而
強
壮
、
其
神
罰
歳
星
、
其
獣
蒼
龍
、
其
音
角
、
其
日
甲
乙
。
南
方
、

　
火
也
、
其
帝
炎
帝
、
其
佐
朱
明
、
執
丁
幾
治
夏
、
其
神
為
焚
惑
、
其
獣
朱
鳥
、
其

　
音
盤
、
其
田
丙
丁
。
中
央
、
土
也
、
其
帝
黄
帝
、
其
佐
后
土
、
執
縄
而
制
四
方
、

　
其
神
為
鎮
星
、
其
獣
黄
龍
、
其
音
宮
、
其
日
戊
己
。
西
方
、
金
也
、
其
帝
少
昊
、

　
其
佐
蘇
収
、
執
矩
而
治
秋
、
霊
神
為
太
白
、
其
獣
白
虎
、
其
音
盤
、
其
日
庚
辛
。

　
北
方
、
水
也
、
其
帝
顯
項
、
其
佐
玄
冥
、
執
権
而
治
冬
、
其
難
壁
辰
星
、
其
獣
玄

　
武
、
其
音
羽
、
其
日
壬
癸
」
と
あ
る
。

⑳
　
　
『
漢
書
隔
武
帝
紀
に
、
「
十
一
月
甲
子
朔
旦
冬
至
、
肥
上
帝
子
尊
堂
」
と
あ
り
、

　
ま
た
『
史
記
輪
封
禅
書
に
、
「
其
後
二
歳
、
十
一
月
甲
子
朔
旦
冬
至
、
推
暦
者
以

　
本
統
。
天
子
親
至
泰
山
、
以
十
一
月
甲
子
朔
旦
冬
至
日
、
祀
上
帝
於
明
堂
。
母
后

　
封
禅
。
其
賛
曇
日
、
天
増
授
皇
帝
太
元
神
慮
。
周
而
復
始
。
皇
帝
敬
拝
太
一
」
と

　
あ
る
。

⑫
　
周
振
鶴
「
秦
漢
宗
教
地
理
略
説
」
（
『
中
国
文
化
研
究
二
二
』
第
三
集
、
復
旦
大
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学
出
版
祉
、
一
九
八
六
年
）
で
は
、
上
帝
膣
五
帝
説
は
戦
国
と
い
う
分
裂
期
の
産

　
物
で
あ
り
、
漢
が
天
下
を
統
一
し
中
央
集
権
国
家
を
実
現
さ
せ
て
い
く
過
程
で
単

　
一
の
上
帝
が
必
要
と
な
り
、
太
～
が
そ
れ
に
当
て
ら
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

⑳
　
　
隅
史
記
臨
封
禅
書
に
「
公
卿
日
、
古
者
祠
天
地
皆
有
楽
、
而
神
紙
可
得
而
礼
。

…
（
中
略
）
…
於
是
塞
南
越
、
藤
祠
太
～
后
土
、
始
用
楽
舞
」
と
あ
る
。
こ
の
他
、

『
太
平
御
覧
臨
巻
五
二
六
礼
儀
部
服
用
が
引
く
㎎
守
旧
儀
徳
に
も
、
「
皇
帝
祭
天

自
行
、
群
臣
従
之
。
斎
皆
百
B
、
他
祠
不
出
。
祭
天
紫
壇
握
帳
」
と
あ
る
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
こ
れ
ま
で
前
漢
王
朝
に
お
け
る
三
つ
の
郊
認
、
雍
五
時
・
沿
陰
后
土
・
甘
泉
泰
時
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
こ
の
三
筆
の
間
に
あ
る
行
場
構

造
の
変
遷
に
つ
い
て
、
改
め
て
ま
と
め
て
お
こ
う
。

　
漢
初
に
祭
祀
理
論
の
中
核
を
為
し
た
の
は
、
五
行
説
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
高
祖
の
五
時
や
文
帝
の
潤
陽
五
帝
廟
の
あ
り
方
か
ら
わ
か
る

よ
う
に
、
祀
場
構
造
の
基
本
原
理
は
「
五
」
と
さ
れ
て
い
た
。
武
帝
の
時
代
に
な
る
と
、
五
行
説
に
対
し
て
新
た
に
天
地
一
対
論
が
並
行
的
に

導
入
さ
れ
、
沿
陰
后
土
が
創
設
さ
れ
た
が
、
「
五
」
と
い
う
基
本
原
理
は
踏
襲
さ
れ
る
。
そ
し
て
続
い
て
創
設
さ
れ
た
甘
泉
泰
時
に
は
、
従
来

の
「
五
」
に
加
え
、
天
上
世
界
「
昆
命
」
の
構
造
を
模
し
た
「
三
」
、
及
び
地
上
世
界
全
体
を
示
す
「
八
」
が
導
入
さ
れ
た
。
宇
宙
の
主
宰
者

た
る
新
し
い
「
上
帝
」
太
一
の
も
と
に
、
「
五
行
」
や
「
昆
命
」
、
「
八
極
」
と
い
っ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
し
て
い
た
世
界
観
が
合
体
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

　
だ
が
こ
れ
は
、
祭
祀
全
体
の
統
合
・
合
理
化
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
祀
場
構
造
、
ひ
い
て
は
そ
の
背
後
に
あ
る
祭
祀
理
論
の
歴
史
的
展

開
を
そ
の
ま
ま
示
す
三
祠
は
、
郊
祀
の
「
旧
儀
」
と
し
て
体
制
化
し
、
次
代
を
待
っ
て
後
、
明
確
に
機
能
し
は
じ
め
る
。
再
び
表
1
を
参
照
す

る
と
、
宣
帝
が
変
事
を
再
開
し
た
時
以
降
、
甘
泉
泰
時
は
正
月
、
雍
五
時
・
沿
陰
后
土
は
三
月
と
い
う
方
式
が
固
定
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
つ
ま
り
郊
祀
の
「
漢
家
故
事
」
が
確
立
し
た
の
は
、
宣
帝
の
時
と
結
論
付
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
五
帝
が
、
何
よ
り
も
ま
ず
自
ら
の
、
武
帝
の

直
系
と
し
て
の
正
統
性
の
確
立
を
企
図
し
た
結
果
に
他
な
ら
な
い
。
武
帝
の
足
跡
の
顕
彰
と
記
念
に
努
め
る
と
同
時
に
、
武
帝
の
つ
く
っ
た
郊
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祀
の
形
式
を
再
現
し
遵
守
す
る
こ
と
が
、
漢
王
朝
の
正
統
な
後
継
者
た
る
証
で
あ
っ
た
。

　
元
享
が
こ
の
「
故
事
」
を
最
も
忠
実
に
執
行
し
た
こ
と
は
、
表
！
に
あ
ら
わ
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
回
数
は
宣
帝
よ
り
も
多
く
、
「
三
歳
一

号
」
の
定
義
に
最
も
近
い
。
だ
が
こ
の
郊
紀
体
制
が
、
「
書
制
に
違
う
」
ゆ
え
に
改
革
す
べ
し
と
の
意
見
が
は
じ
め
て
翼
奉
に
よ
っ
て
出
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

た
の
も
こ
の
時
で
あ
っ
た
。

　
「
古
制
に
違
う
」
と
は
、
翼
奉
や
匡
衡
、
蒲
望
之
と
い
っ
た
斉
詩
学
派
の
儒
家
官
僚
た
ち
が
経
書
か
ら
汲
み
取
っ
た
理
想
の
体
制
と
、
漢
建

国
以
来
百
五
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
「
漢
家
故
事
」
と
の
相
違
を
意
味
し
、
そ
の
筆
頭
に
あ
が
っ
た
の
が
宗
廟
と
郊
祀

の
制
度
で
あ
っ
た
。

　
郊
祀
の
「
故
事
」
と
は
す
な
わ
ち
、
太
一
九
宮
や
式
、
占
風
術
な
ど
種
々
の
占
い
の
基
礎
を
構
成
す
る
九
州
・
八
風
か
ら
陰
陽
五
行
・
天
文

に
到
る
ま
で
の
、
皇
帝
か
ら
庶
民
ま
で
全
て
の
同
時
代
人
に
共
有
さ
れ
得
る
、
様
々
な
世
界
構
造
の
認
識
方
法
と
要
素
が
重
層
的
に
組
み
合
わ

さ
れ
る
と
い
う
、
諸
世
界
観
の
混
清
の
中
に
太
～
が
屹
立
す
る
と
い
う
理
念
と
、
前
漢
初
期
に
お
い
て
唯
一
な
ら
う
べ
き
「
故
事
」
で
あ
っ
た

秦
の
儀
礼
様
式
と
が
合
体
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
漢
代
人
の
内
面
に
豊
か
に
広
が
る
諸
世
界
観
の
表
現
で
あ
り
、
漢
代
社
会
の
様
々
な

思
想
や
信
仰
に
お
い
て
普
遍
性
を
も
つ
「
太
一
」
こ
そ
が
、
そ
の
核
に
選
ば
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
に
対
し
、
前
漢
末
の
儒
家
た

ち
は
、
経
書
と
い
う
、
新
し
い
整
然
た
る
世
界
観
と
秩
序
意
識
を
手
に
疑
義
を
呈
し
た
の
だ
が
、
そ
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
皇
帝
を
絶
対
的
な
高

み
に
押
し
上
げ
、
官
僚
の
地
位
を
保
証
し
、
衆
庶
と
社
会
的
精
神
的
に
完
全
に
隔
絶
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
絶
対
者

「
天
」
と
「
天
子
」
の
関
係
で
も
っ
て
皇
帝
権
力
の
絶
対
性
を
説
明
す
る
儒
者
に
と
っ
て
、
そ
の
関
係
が
顕
現
す
る
郊
祀
と
い
う
場
の
他
な
ら

ぬ
頂
点
に
、
い
わ
ば
逓
俗
的
な
世
界
観
に
お
い
て
全
て
の
結
節
点
と
な
り
得
る
太
一
の
名
が
あ
る
こ
と
は
不
都
合
で
あ
っ
た
た
め
に
、
太
～
の

名
は
壇
上
か
ら
消
さ
れ
、
そ
の
実
態
が
「
天
」
に
置
き
換
え
ら
れ
る
に
到
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
暴
漢
交
代
期
の
郊
祀
の
変
革
と
は
、
皇
帝
の
理

念
上
の
権
力
源
を
描
出
す
る
郊
祀
と
い
う
儀
礼
の
背
景
を
為
す
世
界
観
が
、
多
元
的
通
俗
的
な
も
の
か
ら
、
儒
家
の
経
書
が
主
張
す
る
一
元
的

な
も
の
に
転
換
す
る
過
程
に
他
な
ら
な
い
。
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王
葬
の
「
元
始
故
事
」
に
は
じ
ま
り
後
漢
代
に
体
裁
を
整
え
る
儒
家
礼
制
的
郊
肥
は
、
だ
が
そ
の
時
突
然
に
経
書
の
架
空
か
ら
考
案
さ
れ
た

の
で
は
な
い
。
試
み
に
、
玉
具
の
長
安
南
北
郊
壇
、
及
び
後
漢
の
洛
陽
南
北
郊
壇
の
形
状
に
関
す
る
史
料
を
あ
げ
よ
う
。

　
　
　
「
上
帝
壇
は
圓
八
瓢
に
し
て
、
…
（
中
略
）
…
、
凡
そ
天
宗
上
帝
宮
壇
螢
、
径
三
里
、
周
九
里
、
螢
三
重
、
八
方
に
通
ず
。
…
（
申
略
）
…
凡
そ
地
宗
盾

　
　
土
宮
窪
螢
、
方
一
一
里
、
周
八
里
、
螢
再
案
、
四
通
を
道
く
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
続
二
軍
』
第
七
祭
祀
志
上
劉
昭
注
引
『
三
輔
黄
図
』
）

　
　
　
「
圓
壇
八
陛
を
為
し
、
中
は
又
重
壇
を
為
し
、
天
地
は
其
の
上
に
位
し
、
皆
な
南
郷
西
上
す
。
其
の
外
壇
上
は
五
帝
位
を
為
す
。
青
帝
の
位
は
甲
寅
の
地

　
　
に
在
り
、
赤
帝
の
位
は
丙
巳
の
地
に
在
り
、
黄
帝
の
位
は
丁
未
の
地
に
在
り
、
白
帝
の
位
は
庚
申
の
地
に
在
り
、
黒
帝
の
位
は
壬
亥
の
地
に
在
り
。
其
の

　
　
外
は
壌
を
為
し
、
重
螢
皆
な
紫
に
し
て
、
以
て
紫
宮
を
黙
る
。
…
（
中
略
）
…
北
郊
は
爆
撃
城
北
四
里
に
在
り
。
方
壇
四
陛
を
為
す
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
噸
続
漢
志
』
第
七
祭
祀
志
上
）

　
各
壇
の
形
状
は
同
一
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
甘
泉
泰
時
の
諸
特
徴
を
引
き
継
い
で
い
る
。
ま
ず
南
郊
、
す
な
わ
ち
上
帝
壇
に
つ
い
て
い

え
ば
、
要
説
の
場
合
は
「
八
触
」
の
形
の
ま
ま
、
後
漢
の
場
合
は
「
八
号
」
と
い
う
新
た
な
表
現
方
法
で
も
っ
て
、
い
ず
れ
も
八
方
か
ら
成
る

世
界
を
表
象
す
る
、
と
い
う
観
念
を
継
承
す
る
。
ま
た
後
漢
に
お
い
て
は
、
中
央
の
壇
を
取
り
巻
く
五
帝
の
位
置
取
り
が
、
甘
泉
泰
時
の
五
帝

壇
に
等
し
く
、
さ
ら
に
紫
宮
と
の
一
体
化
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。

　
北
郊
の
地
壇
に
つ
い
て
は
ま
ず
、
沿
陰
に
お
け
る
「
沢
中
圓
丘
」
と
い
う
「
地
」
の
丁
場
の
定
義
が
転
換
し
、
儒
家
の
祭
地
法
で
あ
る
方
形

②壇
に
変
わ
っ
た
こ
と
が
大
き
い
。
そ
し
て
、
五
壇
構
造
は
も
は
や
放
棄
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
河
東
后
土
に
お
い
て
表
現
さ
れ
た
、
「
中
央
」

と
「
四
方
」
と
い
う
「
地
」
の
拡
が
り
を
示
す
五
つ
の
要
素
が
一
つ
の
壇
に
集
約
さ
れ
た
結
果
、
送
葬
の
「
四
通
」
、
後
漢
の
「
四
陛
」
と
い

っ
た
表
現
方
法
が
生
ま
れ
た
、
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
王
葬
の
「
元
始
故
事
」
、
及
び
後
漢
郊
祀
の
具
体
的
内
容
の
解
明
は
こ
の
場
で
は
不
可
能
で
あ
り
、
以
上
の
よ
う
に
そ
の
～
端
を
述
べ
る
に

止
め
た
い
。
だ
が
こ
の
一
端
か
ら
だ
け
で
も
、
王
葬
・
後
漢
の
郊
祀
が
前
漢
に
お
い
て
創
出
さ
れ
た
諸
観
念
・
諸
素
材
を
ち
り
ば
め
つ
つ
編
成

さ
れ
た
、
と
い
う
見
通
し
を
立
て
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
見
通
し
を
も
と
に
、
王
葬
や
後
漢
に
対
す
る
検
証
を
進
め
て
い
く
こ
と
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を
、
次
の
課
題
と
し
た
い
。

　
①
『
漢
書
飾
磨
七
五
翼
奉
伝
に
、
「
奉
以
為
、
祭
天
地
於
雲
門
溌
陰
、

　
　
不
以
親
疏
迭
殿
、
皆
煩
費
違
古
制
」
と
あ
る
。

及
諸
寝
廟

　
　
②
『
膳
殿
』
春
官
大
司
楽
に
、
「
夏
日
至
、
於
沢
中
之
方
丘
奏
之
、
田
楽
八
変
、

　
　
　
則
地
祇
皆
娼
」
と
あ
る
。

（｛

o
都
山
附
立
大
愚
†
大
必
ナ
院
文
脚
掌
研
究
科
博
↓
⊥
後
期
課
加
征
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　　As　regards　the　political　significance　of　the　ordiiiary　citizens，　it　is　necessary　to

examkle　Polybius’description　of　the　decl血e　of　the　Roman　Republic．　There　he

refers　to　the　political　pressure　of　the　orclmary　citizens　on　the　Nobiles．　lt　appears

that　he　thought　that　the　decline　of　the　Republic　began　frrom　160’s　B．C．，　aRd　he

notes　specfic　incidents　that　demonstrate　the　political　pressure　of　£he　ordiriary

citizens　in　the　volumes　dedicated　to　the　years’168　B．C．　to　145　B．C．　lt　is

important　to　recognize　that　Polybius　perceived　tlie　emergence　of　the　significance

of　citizens’　political　power　after　the　160’s　B．C．　not　in　terms　of　coRstitutionai　rights

but　as　practical　pressure　on　the　Nobiles．　Finally，　tlte　author　has　addressed

impg，rtaRt　aspects　of　the　politics　of　Mid－Republican　Rome　by　comparing　the

descriptions　of　Polybius　wi由records　of　the　same　l皿cidents　il　other　sources　from

the　viewpoint　of　the　political　significance　of　the　ordinary　citizens．

The　Formation　of　the　System　of　Suburban　Sacrifice

in　the　Reign　of　Wu－di　of　the　Western　Han　Dynasty　：

An　Analysis　Focusing　on　the　Ganquantaizhi甘泉泰時

by

MEGURO　Kyoko

　　The　purpese　of　this　paper　is　an　explication　of　the　entirety　of　the　system　of

Suburban　Sacrifice郊祀in　the　Westem　Han　Dynasty　and　its　potitical　and

ideological　significance．　The　system　involved　periodic　observances　at　three

sh血es，　Ganquantaizhi甘泉即時，　Hetong　houtu河東押土and　Yongwuzhi雍五時，

conducted　by　the　emperors　themselves．　The　three　sites　were　founded　du血g　a

period　extending　from　that　of£the　founder，　Gao－zu高祖毛hrough　the　middle　oRhat

of　tke　siXth　emperor，　Wu－di武帝，　and　each　was　based　on　a　different

understandmg　of　religiotts　practice　and　worldviews．

　　Yongwuzhi，　the　oldest　of　the　three，　was　based　on　the　theory　of　the　five

elements五行説that　identfied　the　Five　Presicting　Spirits五帝with　God　on　High

上帝．The　fourth　emperor，　Wen－di文例，　performed　the　Suburban　Saci7ifice　here

for　the　first　time．　On　tlte　other　haRd，　he　also　founded　Weiyang　wudmao

潤陽五帝廟in　the　suburbs　of　the　capital　Chang－an長安as　a　new　venue　for　the

Suburban　Sacrdice．　lt　too　was　based　on　the　five　elements　theory．　His　aim　was

（911）



£he　renovation　of　the　religious　service　for　God　on　High，　inherited　from　the　Qin

dynasty，　as　one　of　the　Western　Han’s　own　rites．

　　It　was　in　the　reign　of　the　sixth　emperor，　Wu－di，　that　the　emperor　furst

suggested　a　new　ideology　of　religious　practice　that　paired　Heaven　（identfied　with

Yongwuzhi）and　Earth．　He　founded　the　Shrine　of｝Houto二王at　He－tong河東，

which　was　iden緬ed　with　Earth．　Five　altars　were　established　at　the　sh血e，

representing　the　center，　the　world，　and　the　‘four　clirections’　according　to　the

“Poem　of　the　Suburban　Sacrifice”郊紀歌．　As　regards　the　s㎞e　structure，　the

YoRgwuzhi，　WeiyaRg　Wudimiao，　and　Hetong　Houtu　are　all　based　on　principle　of

the　number　five．

　　Ganquantaizhi，　which　was　subsequently　founded　in　the　reigri　of　Wu－di，　marked　a

major　alteration　in　the　basic　structural　principle　based　oR　the　number　five．　This

s－me　was　based　on　the　new　ideology　of　the　religious　practice　that　identified　Tayi

太一wlth　God　on　High　and　consigned　the　Five　Presiding　Spirits　to　the　role　of

assistants　of　Tayi．　The　structuye　of　the　shrine　was　designed　around　a　thi“ee－

storied　altar　of　Tayi　at　the　center　surrounded　by　the　a｝tars　of　the　Five　Presiding

Spirits．　The　whole　was　designed　to　extend　outward　in　eight　directioRs．　The

thfee－s毛oried　altar　repζesented　the　traditional　holy　mountain　Kunlun二二，　and　the

extension　in　eight　direction　represented　the　world　as　surrounded　by　the　Eigkt

Poles八極and　the　Eight　Winds八風blowing　from　each．　Ganquantaizhi　was

based　oR　a　set　of　diverse　views　of　the　world，　but　these　were　synthesized　by　the

identification　of　Tayi　with　the　lord　of　the　universe．　The　ritual　of　Suburban

Sacrifice　for　Tayi　iRvolved　prayers　for　the　stable　circulation　of　the　universe．

Ganquantaizhi　was　identhied　with　the　religious　sewices　for　Heaven，　replacing

Yongwuzhl，　and　becomi皿g　the　core　of　the　Su加rban　Sacrifice　rite　of　the　Western

Han　Dynasty．

　　The　system　of　Suburban　Sacrifice　at　the　three　sh血es，　wh童ch　had　been

organized　in　tke　reign　of　Wu－di，　become　a　permanent　fixture　in　the　reigns　of　the

eighth　and　ninth　emperors，　Xuan－di，　and　Yuan－di，　but　was　yeformed　by　the

Confucian　School儒家after　the　reign　of毛he　tenth　emperor，　Cheng－di．　The

diverse　and　plural　worldviews　and　ideologtes　of　religious　pxactice，　on　which　the

system　of　Suburban　Sacrfice　in　the　Western　Han　Dynasty　was　based，　contradicted

the　Conft｛cian　view　of　the　world，　their　ideology　of　religtous　practice　and　the

conception　of　order　based　on　the　classics，　and　thus　the　Confucian　reduced　them　to

as血9正e　principle．
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